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t主

カミ

し

き

チ
ン
ギ
ス
・
ハ
ン
の
ヤ
サ
(
札
撒
)
な
ど
の
蒙
古
法
や
金
の
泰
和
律
令
が
こ
れ
ま
で
注
目
を
集

ヤ
サ
は
中
園
杜
舎
に
一
般
的
に
適
用
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
金
の
泰
和
律
令
は
至
元
八
年

ρ自
己
に

適
用
を
禁
止
さ
れ
、
元
朝
は
こ
れ
に
代
る
べ
き
整
備
さ
れ
た
法
典
と
し
て
濁
自
の
律
令
を
有
す
る
こ
と
も
な
か
っ
た
か
ら
、
そ
の
法
制
は
一
元

的
で
は
あ
り
え
ず
、
複
雑
さ
を
兎
れ
な
か
っ
た
。
律
令
制
定
の
議
論
や
準
備
が
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
は
結
賀
す
る
に
は
至
ら
ず
、

『
大
元
通
制
』
や
『
大
元
聖
政
園
朝
典
章
』
(
『
元
典
章
』
〉
な
ど
の
特
異
な
法
律
書
を
生
み
だ
す
方
向
に
す
す
ん
だ
。
こ
こ
か
ら
律
令
を
有
し
な

か
っ
た
こ
と
を
征
服
者
モ
ン
ゴ
ル
人
の
中
園
の
法
的
文
化
へ
の
無
理
解
に
蹄
し
、
ま
た
律
令
の
ほ
か
の
特
色
あ
る
法
律
書
を
生
み
だ
し
た
こ
と

元
初
の
法
律
を
特
色
づ
け
る
も
の
と
し
て

め
て
き
た
。

し
か
し
周
知
の
よ
う
に
、



を
モ
ン
ゴ
ル
の
中
固
化
へ
の
過
程
と
重
ね
あ
わ
せ
て
理
解
す
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
行
な
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。
私
も
こ
れ
を
全
面
的
に

否
定
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。
た
だ
中
園
化
へ
の
傾
斜
は
た
し
か
に
あ
っ
た
に
せ
よ
、
武
力
に
よ
る
征
服
に
仲
な
う
巌
酷
な
法
制
か

ら
、
時
と
と
も
に
一
定
の
傾
き
で
中
園
化
し
た
と
理
解
し
て
よ
い
も
の
だ
ろ
う
か
。
私
に
は
「
中
園
を
征
服
し
た
王
朝
」
と
し
て
の
元
朝
の
あ

り
方
を
方
向
づ
け
た
の
は
、
世
租
フ
ビ
ラ
イ
の
即
位
の
嘗
初
に
飛
躍
的
な
劃
期
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
本
稿
は
こ
の
こ
と
を
法
律
、
法
制

と
い
う
限
ら
れ
た
一
面
か
ら
考
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
、
と
く
に
候
董
ま
た
僚
格
と
稽
さ
れ
る
皐
行
の
法
令
群
に
注
目
す
る
こ
と
を
手
が
か
り

と
し
て
、
金
の
法
制
と
の
閲
連
の
諸
相
に
つ
い
て
述
べ
て
み
た
い
。

な
お
モ
ン
ゴ
ル
は
至
元
八
年
に
元
と
園
競
を
改
め
る
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
便
宜
上
ー
ー
ー
ま
た
貫
質
的
に
み
て
も
同
様
だ
が
|
||
、
世

組
即
位
の
中
統
元
年
(
H
N
O
O
)

以
後
を
指
し
て
元
代
と
い
う
こ
と
と
す
る
。

聖
旨
篠
室
且
を
め
ぐ
っ
て
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篠
董
と
は
皇
帝
聖
旨
や
詔
書
に
附
せ
ら
れ
た
箇
篠
書
き
の
法
令
で
あ
り
、
中
統
以
来
の
篠
霊
の
か
な
り
の
部
分
が
『
元
典
章
』
や
『
、通
制
篠

格
』
な
ど
の
元
代
の
法
律
書
中
に
散
在
し
て
残
っ
て
お
り
、
そ
の
集
成
の
試
み
を
私
は
行
な
い
つ
つ
あ
る
。

『
元
史
』
に
お
け
る
篠
董
の
語
の

初
出
の
例
は
太
租
の
時
、
金
の
降
賂
郭
賓
玉
の
提
案
に
み
え
る
こ
と
、
係
重
の
形
式
や
こ
れ
が
系
譜
的
に
は
敷
に
連
な
る
中
園
的
な
法
令
と
み

ら
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
も
以
前
論
じ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
金
代
の
保
理
と
の
関
係
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

『
秋
澗
先
生
大
全
文
集
』
(
以
下
『
秋
澗
文
集
』
と
い
う
)
巻
八
二
・
中
堂
事
記
の
中
統
二
年
八
月
十
八
日
の
僚
に
は
「
中
統
権
宜
篠
理
の
詔
」

が
頒
降
さ
れ
た
と
み
え
る
こ
と
は
す
で
に
指
摘
し
て
お
い
た
が
、
僚
理
の
語
は
『
元
典
章
』
一
一
一
一
戸
部
巻
八
「
権
茶
蓮
司
篠
重
」
に
も
み
と
め

ら
れ
る
。掛

課
官
吏
、
除
職
官
外
、
其
除
運
司
合
差
員
数
、
如
是
闘
員
、
照
依
累
降
僚
理
、
於
不
以
是
何
投
下
、
許
令
踏
逐
慎
行
、
止
有
家
業
、
不
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作
過
犯
、
能
幹
人
員
、
勾
嘗
。
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こ
れ
は
至
元
二
十
五
年
三
月
に
護
せ
ら
れ
た
篠
董
の
一
候
で
あ
り
、
篠
理
の
語
は
明
ら
か
に
篠
董
と
同
義
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
元
代
の
係
董

が
金
代
の
僚
理
に
系
譜
的
に

一
つ
の
淵
源
を
有
す
る
疑
い
は
盆
々
濃
厚
で
あ
る
。
そ
こ
で
金
の
僚
理
と
い
う
法
令
が
い
か
な
る
位
置
に
あ
っ
た

も
の
か
少
し
く
検
討
す
る
。

『
金
史
』
巻
四
五
・
刑
志
に
よ
れ
ば
、
正
隆
の
飢
の
際
に
は
情
勢
に
劉
醸
し
て
出
さ
れ
た
皇
帝
の
命
令
が
数
多
く
、
こ
れ
を
整
理
す
る
必
要

か
ら
世
宗
は
即
位
す
る
と
軍
前
権
宜
篠
理
を
作
成
せ
し
め
、
大
定
五
年
(

H

5

3

に
は
候
理
を
改
訂
し
、
皇
統
・
正
隆
年
聞
に
作
成
さ
れ
た
制

書
と
乗
用
さ
せ
向
。
大
定
十
九
年
に
は
大
理
卿
の
移
刺
槌
を
総
裁
と
し
て
、
大
定
重
修
制
篠
の
編
修
に
と
り
か
か
ら
せ
い
M

。
こ
の
と
き
軍
前
権

宜
僚
理
は
制
書
と
と
も
に
こ
れ
に
有
力
な
法
の
素
材
を
提
供
し
て
お
り
、

な
お
制
僚
に
加
え
ら
れ
な
か

っ
た
僚
理
は
別
に
一
部
と
し
た
が
、
ャー
」

の
こ
と
を
『
金
史
』
で
は
次
に
示
す
よ
う
に
両
様
に
停
え
て
い
る
。

。
軍
前
権
宜
僚
理
内
、
有
可
以
常
行
者
、
亦
潟
定
法
、
徐
未
雇
者
、
亦
別
篤
一
部
存
之
。

。
凡
特
旨
底
分
、
及
権
宜
燦
例
内
、
有
可
常
行
者
、
牧
魚
永
格
、
其
徐
未
可
制
去
者
、
別
魚

一
部。

定
法
が
永
格
と
同
義
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
は
あ
や
し
む
に
足
ら
な
い
が
、
篠
例
は
篠
理
の
誤
り
と
考
え
ら
れ
る
。
篠
理
の
中
に
は
一
般
的
な
遁

そ
の
重
要
性
の
故
に
削
除
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
権
宜
の
性
質
の
強
い
も
の
と
が

(
各
四
五

・
刑
志
)
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(
を
八
九
・
移
刺
儲
停
」

用
を
期
待
す
る
定
法
、
永
格
と
な
す
べ
き
性
質
の
も
の
と
、

つ
ま
り
僚
理
は
定
法
の
前
段
階
の
も
の
で
、
後
に
編
修
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
金
代
の
他
の

法
律
に
つ
い
て
も
類
似
の
こ
と
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
り
、
貞
一
師
四
年
(
H
N
H
d

参
知
政
事
の
李
革
は
断
例
、
敷
線
、
特
旨
、
奏
断
の
う
ち
永
格

Fh
υ
 

と
な
し
が
た
い
も
の
は
引
用
す
る
の
を
許
さ
ぬ
よ
う
に
と
上
奏
し
て
許
さ
れ
て
い
る
。

あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

大
定
二
十
三
年
(
戸
∞
ω
〉
に
も
世
宗
は
聖
旨
、
保
理
、
制
僚
な
ど
の
あ
い
だ
に
軽
重
が
あ
っ
て
一
定
し
な
い
こ
と
を
問
題
に
し
て
い
凱
。
こ

の
場
合
に
聖
旨
が
特
旨
を
意
味
す
る
の
か
、
「
聖
旨
の
僚
理
」
で
あ
る
の
か
は
今
の
よ
し
げ
」
ろ
不
明
で
あ
る
。
ま
た
明
昌
一
一
一
年

P
E
N〉
の
章
宗
の

言
に
は
「
そ
れ
前
後
降
す
所
の
僚
理
を
検
合
同
し
て
こ
れ
を
孝
行
せ
し
め
よ
」
と
あ
る
。
さ
ら
に
『
金
史
』
巻
四
五
・
刑
志
に
、
泰
和
二
年
(
H
N

O
N
〉
の
御
史
蓋
の
奏
文
中
に
引
く
監
察
御
史
史
粛
の
言
に
「
大
定
保
理
に
二
十
年
十
一
月
四
日
以
前
、
奴
、
良
人
の
女
を
喪
り
て
妻
と
馬
す
者
は
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去
Lー

と
あ
る
が(8)

こ
の
大
定
保
理
は
さ
き
に
ふ
れ
た
大
定
十
九
年
に
始
ま
っ
た
制
篠
纂
修
の
さ
な
か
の
も
の
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

と
こ
ろ
で
こ
う
し
た
保
理
な
る
法
令
は
泰
和
律
令
纂
修
の
際
に
は
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

『
金
史
』
巻
四
五
・
刑
志
の
年

次
を
異
に
す
る
こ
つ
の
記
録
の
比
較
か
ら
考
え
て
み
た
い
。

詳
定
官
は
新
律
(
明
昌
律
義
)
の
纂
修
を
提
案

ま
ず
明
昌
五
年
(

H

5

6

正
月
、

す
る
と
と
も
に
、
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。

別
編
権
貨
・
退
部
・
権
宜
等
事
、
集
信
周
数
候
。

泰
和
元
年
(
H
N
O
H
)

十
二
月
、
泰
和
律
令
は
完
成
し
た
が
、
刑
士
山
に
は
そ
の
こ
と
に
績
け
て
次
の
よ
う
に
い
う
。

叉
定
制
敷
九
十
五
候
・
権
貨
八
十
五
候
・
蕃
部
三
十
九
僚
、
日
新
定
数
候
三
巻
。

泰
和
律
令
二
十
巻
、
六
部
格
式
三
十
巻
と
と
も
に
、
制
敷
、
様
貨
、
蕃
部
の
三
部
か
ら
成
る
新
定
救
保
三
巻
が
時
を
同
じ
く
し
て
編
修
さ
れ
た

の
で
あ
る
。
明
昌
五
年
に
お
け
る
教
候
編
修
の
提
案
が
こ
こ
に
結
質
し
た
も
の
と
す
れ
ば
、
退
部
が
蕃
部
に
相
首
す
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
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い
か
ら
、
権
宜
と
は
制
教
を
指
す
と
い
う
こ
と
が
珠
想
で
き
る
。
こ
の
権
宜
が
す
な
わ
ち
権
宜
僚
理
で
あ
っ
て
、

素
材
と
な
り
、
今
ま
た
敷
僚
の
素
材
と
も
な
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

か
つ
て
頒
行
さ
れ
た
制
僚
の

以
上
の
こ
と
か
ら
、
僚
理
は
皇
帝
の
裁
可
を
経
て
制
定
さ
れ
た
「
篠
列
の
事
理
」
す
な
わ
ち
候
規
で
あ
る
と
推
測
さ
れ
る
。
さ
ら
に
『
金
史
』

巻
一

O
七
・
張
行
信
停
に
い
う
「
奏
僚
の
指
揮
す
る
と
こ
ろ
、
及
び
諸
ろ
の
篠
格
に
達
ふ
云
云
」
の
奏
後
も
元
代
に
よ
く
み
ら
れ
る
「
奏
准
の

篠
霊
」
と
同
様
の
も
の
と
思
わ
れ
、
ま
た
篠
格
と
い
う
語
も
制
教
に
近
い
位
置
に
あ
る
法
令
の
名
栴
と
し
て
『
金
史
』
に
散
見
す
引
。
こ
れ
ら

も
元
代
で
あ
れ
ば
嘗
然
、
候
格
ま
た
篠
室
且
と
掛
刑
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

51 

こ
う
し
て
み
る
と
元
代
の
聖
旨
候
萱
も
、
も
と
は
臨
時
措
置
法
と
し
て
公
布
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
中
堂
事
記
の
「
中

統
権
宜
保
理
の
詔
」
の
形
式
を
検
討
し
て
み
よ
う
。

制
日
、
事
匪
前
定
、
無
以
啓
臣
民
視
聴
不
惑
之
心
、
:
:
朕
惟
欽
曲
、
期
底
寛
卒
、
遁
姑
立
於
九
章
、
用
頒
行
於
十
道
、
比
成
園
典
、
量

一
示
権
宜
、
務
要
遅
行
、
母
軽
国
安
易
。
援
五
刑
之
中
、
流
罪
一
候
、
似
未
可
用
。
除
犯
死
刑
者
、
依
候
庭
置
外
、
徒
年
杖
数
、
今
擬
遁
滅
一
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等
決
杖
、
難
多
不
過
一
百
七
下
。
著
魚
定
律
、
掲
示
多
方
。

関
係
云
云
。

鳴
呼
、
六
計
周
官
、
所
以
蔽
群
吏
之
治
、
三
章
漠
法
、
所
以
慰
百
姓
之
心
、
詳
酌
筈
規
、
著
魚
新
制
。
・
:
:
洛
爾
有
衆
、
睦
予
至
懐
、
故

蕊
詔
示
、
想
宜
知
悉。

前
文
と
し
て
の
詔
文
が
ま
ず
一
示
さ
れ
、

つ
い
で
「
僚
に
閉
す
」
と
あ
る
よ
う
に
箇
保
書
き
の
俊
文
が
示
さ
れ
る
が
、

」
こ
に
は
省
略
さ
れ
て
み

「
鴨
呼
、
:
:
:
故
五
詔
示
、
想
宜
知
悉
」
が
し
め
く
く
り
の
詔
文
で
あ
る
。
こ
の
形
式
は
元
代
の
数
々
の
聖
旨
候
霊
、

詔
書
篠
章
一
止
の
そ
れ
と
全
く
嬰
る
と
こ
ろ
は
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
記
事
が
『
元
典
章
』
に
全
く
残
ら
な
か
っ
た
の
は
な
ぜ
か
と
い
え
ば
、
そ
れ

る
こ
と
が
で
き
な
い
。

は
や
は
り
「
権
宜
」
の
性
格
の
故
で
あ
ろ
う
。

よ
り
整
備
さ
れ
た
形
で
同
種
の
法
令
が
の
ち
に
公
布
さ
れ
た
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。
但
し
こ
の

「
中
統
権
宜
篠
理
の
詔
」
の
意
義
は
決
し
て
小
さ
く
は
な
い
。
ま
ず
「
著
し
て
定
律
と
な
す
」
と
み
え
る
よ
う
に
、
こ
れ
は
律
の
性
格
を
有
す

る
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
流
罪
を
用
い
な
い
こ
と
、
杖
罪
を
最
高
「
一
百
七
下
」
と
定
め
て
い
る
よ
う
に
、
元
代
の
刑
法
の
特
徴
が
明
ら
か
に

A
リ

認
め
ら
れ
る
。
お
そ
ら
く
答
杖
刑
の
杖
敢
に
七
の
端
数
を
附
し
た
最
初
の
法
令
で
あ
ろ
列
。
な
お
安
部
健
夫
氏
は
こ
れ
を
「
法
九
章
の
頒
布
」

、引
M
，

と
し
て
、
折
杖
の
制
の
採
用
に
関
連
し
て
言
及
す
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
。
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中
堂
事
記
で
省
略
さ
れ
て
い
た
「
中
統
擢
宜
保
理
の
詔
」
の
箇
篠
書
き
部
分
が
、
元
代
の
聖
旨
篠
輩
、
詔
書
篠
置
の
僚
霊
に
相
賞
す
る
。
係

吋山「

重
の
語
そ
の
も
の
が
「
篠
列
」
ま
た
「
重
列
」
と
い
う
用
語
が
あ
る
よ
う
に
、
箇
篠
書
き
を
意
味
す
る
よ
う
で
あ
る
が
、
元
代
に
は
こ
れ
が
あ

る
ひ
と
ま
と
ま
り
の
傑
文
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
法
律
の
名
稿
と
も
な
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
臨
時
的
の
措
置
に
と
ど
ま
ら
ず
、

A
t
u
v
 

制
と
帰
せ
」
と
明
記
す
る
も
の
も
あ
り
、

「
、
氷
く
定

剣
例
中
に
盛
ん
に
引
用
さ
れ
る
。

ま
た
篠
室
旦
・を傑
格
と
言
い
換
え
る
こ
と
も
あ
る
が
、
係
格
の
方
は

多
少
と
も
永
格
、
す
な
わ
ち

「
臨
時
的
の
措
置
で
は
な
い
」
と
の
意
識
が
あ
っ
た
り
、
あ
る
い
は
賞
罰
格
を
意
味
す
る
こ
と
が
多
い
よ
う
な
印

象
を
う
け
る
。

『
元
史
』
で
こ
れ
ら
の
傑
董
を
ど
の
よ
う
に
記
載
し
て
い
る
か
と
い
え
ば
、

」
れ
が
買
に
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。
但
し
皇
帝
の
裁
可
が
必
ず
附



「
赦
」
の
語
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
こ
と
が
あ

A
吋
uzg

，向
H
V

「
某
制
」
を
定
む
と
書
か
れ
も
す
る
。

A
N
w
，
 

h
uv
 

小
林
高
四
郎
氏
は
『
元
史
』
そ
の
他
の
史
料
か
ら
「
著
篇
令
」
と
あ
る
法
令
を
四
十
五
篠
列
拳
さ
れ
た
。
い
ま
こ
れ
を
私
の
集
め
た
聖
旨
篠

品
川
リ

霊
と
比
べ
る
と
針
醸
す
る
も
の
は
意
外
に
少
な
刊
。
法
令
の
規
模
に
お
い
て
、
ま
た
剣
例
に
引
用
す
る
際
の
重
要
性
に
お
い
て
、
聖
旨
僚
董
の

方
、が

「
著
魚
令
」
型
の
も
の
よ
り
大
き
い
よ
う
に
思
う
が
レ
か
が
で
あ
ろ
う
か
。

随
し
て
い
た
こ
と
は
疑
い
な
く
、

り

尋
問
」
と
す
る
も
の
が
最
も
多
く
、

帥

「
上
奏
と
裁
可
」
の
形
式
で
示
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
ま
た

「
某
法
」

「
某
令
」 「識」

「救」

「担問一議」

軍
行
立
法
の
背
景

1 

燕
京
行
省
と
候
董

こ
こ
で
は
王
俸
の
中
堂
事
記
の
記
録
に
つ
い
て
検
討
し
、
保
董
と
い
う
法
令
が
ど
の
よ
う
な
背
景
の
も
と
に
震
せ
ら
れ
た
か
、
元
初
法
制
の

方
向
づ
け
が
い
か
に
な
さ
れ
た
か
に
つ
い
て
政
治
史
的
側
面
か
ら
考
察
し
た
い
。
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『
元
典
章
』
を
み
る
か
ぎ
り
、
聖
旨
候
重
や
詔
書
篠
萱
は
世
租
初
年
か
ら
瑳
せ
ら
れ
、
以
後
も
世
組
期
の
候
董
を
法
的
根
擦
と
し
て
引
用
す

る
こ
と
は
少
な
く
な
い
。
と
こ
ろ
で
、
先
例
集
と
し
て
の
『
元
典
章
』
の
性
格
を
考
慮
す
れ
ば
、
保
霊
が
今
日
に
残
存
す
る
か
否
か
は
理
由
の

あ
る
こ
と
と
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
『
元
典
章
』
編
纂
の
時
黙
に
お
い
て
遁
用
の
可
能
性
を
議
想
す
れ
ば
こ
そ
残
っ
た
の
で
あ
り
、
残
ら
な
か

っ
た
の
は
、
そ
の
篠
董
が
無
数
に
な
っ
た
り
、
そ
れ
に
代
る
も
の
が
で
て
き
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
も
『
元
典
章
』
の
場
合
は
、

南
中
園
で
編
纂
さ
れ
た
先
例
集
で
あ
る
こ
と
も
特
に
注
意
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

」
れ
が

『
元
典
章
』
二
二
戸
部
各
八
「
依
掛
課
程
僚
董
」
の
僚
に
は
次
の
よ
う
に
い
う
。

巴
有
先
朝
累
降
聖
旨
係
重
、

中
統
二
年
六
月
、

欽
奉
皇
帝
聖
旨
。
:
:
:
随
路
依
樹
宣
課
、

禁
断
私
瞳
酒
酷
麹
貨
匿
税
、

若
有
違
犯
、

巌

53 

行
断
罪
。
今
因
奮
制
、
再
立
明
僚
、
庶
使
吾
民
各
知
所
避
。
欽
此
。
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こ
れ
に
よ
れ
ば
、
聖
旨
篠
萱
と
稿
す
る
法
令
は
憲
宗
期
以
前
に
な
い
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
『
元
典
章
』
な
ど
に
そ
れ
が
ほ
と
ん
ど
み

え
な
い
の
は
、
世
組
の
即
位
を
契
機
と
し
て
蓄
法
令
が
一
旦
は
清
算
さ
れ
、
元
朝
の
法
令
の
新
た
な
積
み
重
ね
が
こ
こ
か
ら
始
ま
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
王
俸
は
世
組
即
位
後
の
政
府
の
様
子
を
如
貫
に
停
え
て
、
新
し
い
聖
旨
篠
重
な
ど
の
法
令
が
貫
際
い
か
な
る
賦
況
の
も

と
に
渡
せ
ら
れ
た
か
を
よ
く
書
き
残
し
て
い
る
。

ま
ず
中
堂
事
記
の
記
録
の
性
格
か
ら
検
討
し
よ
う
。
こ
れ
は
燕
京
行
省
詳
定
官
に
任
じ
た
王
惇
個
人
の
日
記
で
あ
り
、
そ
の
中
心
と
な
る
部

分
は
、
彼
が
中
統
二
年
二
月
五
日
に
燕
京
か
ら
開
卒
に
向
っ
て
出
援
し
、
同
年
九
月
一
日
に
燕
京
に
鯖
著
す
る
ま
で
の
放
程
と
開
卒
で
の
滞
在

次
に
こ
の
記
録
は
燕
京
に
首
都
が
移
さ
れ
る
前
段
階
の
事
情
を
惇
え
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

A
H
V
 

，何
は
、

組
が
滞
在
し
て
い
る
開
卒
に
お
か
れ
た
中
書
省
の
出
先
機
関
と
し
て
、
中
統
元
年
七
月
に
設
立
さ
れ
た
。
我
々
は
世
租
の
即
位
と
と
も
に
王
文

の
記
録
で
あ
る
。

燕
京
行
省
(
行
中
書
省
〉
は
世

統
と
張
文
謙
を
そ
れ
ぞ
れ
卒
章
政
事
と
左
丞
に
任
命
し
て
瑳
足
し
た
と
い
う
そ
の
中
書
省
の
貫
態
を
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
あ
る
い
は
、

そ
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れ
は
行
政
機
閥
と
し
て
の
機
能
を
十
分
に
護
揮
す
る
に
は
至
ら
ず
、

む
し
ろ
中
書
省
の
宰
相
を
任
命
す
る
と
い
う
人
事
の
方
に
大
き
な
意
味
が

あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

そ
れ
に
比
し
て
よ
り
整
備
さ
れ
た
中
園
に
劃
す
る
行
政
機
構
を
燕
京
行
省
は
備
え
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

中
統
二
年
二
月
丁
未
(
十
日
)
鵡
稿
と
王
文
統
に
各
路
の
宣
撫
使
を
ひ
き
い
て
宮
闘
に
赴
く
ベ
し

台、

『
元
史
』
巻
四
・
世
租
紀
に
よ
れ
ば
、

と
の
命
令
が
下
さ
れ
た
。

か
く
し
て
開
卒
に
お
い
て
中
園
支
配
の
た
め
の
方
針
が
議
せ
ら
れ
、
政
府
の
最
高
機
関
中
書
省
の
整
備
が
行
な
わ
れ

た
。
中
統
二
年
五
月
五
日
に
起
草
さ
れ
た
南
宋
政
府
へ
の
牒
文
に
も
「
大
蒙
古
園
行
中
書
省
、
宋
の
三
省
に
移
す
」
と
書
か
れ
た
よ
う
に
、
燕

A
噌
w，

ん
H
V

京
行
省
は
す
で
に
質
質
的
に
中
央
政
府
の
役
割
を
果
し
つ
つ
あ
っ
た
。
モ
ン
ゴ
ル
帝
園
が
中
園
を
本
接
地
と
す
る
征
服
王
朝
と
し
て
震
足
す
る

の
は
中
統
元
年
、
二
年
の
こ
の
頃
の
方
向
づ
け
が
重
要
と
思
わ
れ
る
。
至
元
元
年
八
月
に
燕
京
は
中
都
と
改
稿
さ
れ
、
至
元
九
年
二
月
に
は
さ

ら
に
大
都
と
改
稿
さ
れ
る
が
、

元
の
中
央
政
府
が
大
都
に
お
い
て
確
立
す
る
以
前
に
お
い
て
、

燕
京
行
省
が
い
か
に
橿
要
な
位
置
に
あ
っ
た

か
、
そ
の
最
初
の
段
階
の
事
情
を
こ
の
記
録
が
語
っ
て
く
れ
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
こ
こ
に
記
録
さ
れ
た
中
で
重
要
な
テ

1
7
を
拳
げ
る
な
ら
ば
、
第
一
に
燕
京
行
省
官
の
開
卒
入
り
、
第
二
に
中
書
省
や
翰
林
園
史
院



な
ど
の
新
人
事
の
護
表
、

ま
た
宰
相
を
開
卒
に
留
ま
る
べ
き
内
省
と
燕
京
行
省
(
外
省
〉

l
lあ

第
三
に
前
省
官
を
審
問
し
て
庭
罰
し
た
こ
と
、

特
に
史
天
津
を
右
丞
相
に
起
用
し
た
こ
と
、

わ
せ
て
南
省
(
爾
府
〉
と
い
う
|
|
の
官
に
ふ
り
わ
け
た
こ
と
、

新
制
1
1
4
が
次
々
と
打
ち
出
さ
れ
た
こ
と
な
ど
が
拳
げ
ら
れ
よ
う
。

第
四
に
新
政
府
の
政
策
|
|

と
こ
ろ
で
牧
野
修
二
氏
は
中
堂
事
記
の
分
析
に
も
と
さつい
て
中
書
省
の
成
立
に
つ
い
て
論
じ
、

フ
ピ
ラ
イ
の
即
位
と
と
も
に
護
足
し
た
中
書

省
と
燕
京
行
省
と
の
聞
に
何
か
劉
立
関
係
が
あ
っ
た
か
の
ご
と
く
に
理
解
し
、

倒が
、
こ
れ
は
氏
が
前
省
を
中
書
省
と
し
て
と
り
違
え
た
た
め
に
生
じ
た
誤
り
で
あ
ろ
う
。
前
省
と
は
フ
ピ
ラ
イ
即
位
前
に
燕
京
に
お
か
れ
て
い

中
統
二
年
正
月
に
中
書
省
は
事
責
上
壊
滅
し
た
と
い
わ
れ
た

た
行
尚
書
省
を
指
す
も
の
に
相
違
な
い
。
憲
宗
の
死
後
ア
リ
ク
・
プ
ハ
を
皇
帝
に
擁
立
し
よ
う
と
す
る
脱
里
赤
が
燕
京
に
お
い
て
民
兵
の
徴
護

に
あ
た
っ
た
が
、
こ
の
こ
と
も
燕
京
行
中
書
省
官
の
非
難
の
的
と
な
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
燕
京
行
省
官
が
針
決
し
、
糾
弾
し
て
や
ま
な
か
っ

た
前
省
官
と
は
ま
さ
し
く
憲
宗
期
の
燕
京
行
尚
書
省
官
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
に
中
統
の
新
政
府
が
憲
宗
期
の
政
府
と
訣
別
す
る
決
定
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的
な
契
機
が
み
と
め
ら
れ
、

そ
の
朕
況
が
法
制
に
も
波
及
し
た
と
思
わ
れ
る
。

前
省
官
に
封
す
る
審
問
と
並
行
し
て
、
新
し
い
政
策
が
審
議
し
て
施
行
さ
れ
る
。
中
堂
事
記
に
よ
っ
て
篠
重
頒
行
の
手
績
き
を
み
て
み
よ

う
。
中
統
二
年
四
月
十
六
日
、
史
天
津
、
張
文
謙
と
宣
撫
使
た
ち
は
都
堂
に
集
ま
り
、
民
政
に
関
す
る
法
令
の
原
案
を
審
議
作
成
し
、
翌
日
こ
れ

を
世
租
に
上
奏
し
た
と
こ
ろ
、
全
面
的
な
承
認
を
得
た
。
か
く
し
て
十
八
日
に
「
奏
准
し
た
る
篠
董
」
二
十
七
款
は
正
式
に
施
行
の
は
こ
び
と

huv 

な
り
、
十
九
日
に
は
敷
旨
に
よ
っ
て
九
路
穂
管
を
召
し
て
新
典
を
頒
示
し
、
か
っ
こ
れ
に
意
見
を
徴
し
た
。
こ
こ
に
新
典
と
い
う
の
が
「
奏
准

伺

『
元
典
章
』
に
二
款
だ
け
残
る
「
議
十
路
宣
撫
司
聖
旨
篠
童
且
」
に
相
嘗
す
る
と
思
わ
れ
る
。

「
七
道
宣
撫
司
の
行
な
ふ
と
こ
ろ
の
係
重
」
七
款
を
奏
准
し
、
そ
の
翌
日
、
宣
撫
使
に
封
し

保
重
」
で
あ
り
、

つ
い
で
同
月
二
十
四
日
に
は
諸
相
が
入
朝
し
、

帥

て
「
篠
董
の
新
制
」
が
交
附
さ
れ
た
。
こ
の
篠
室
田
一
は
候
文
の
劃
醸
関
係
か
ら
し
て
『
元
典
章
』
に
み
え
る
中
統
二
年
四
月
二
十
日
の
「
中
書
省

A
a
H，
 

h
M
V
 

奏
准
係
書
一
」
に
相
賞
す
る
。
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し
か
も

『元
史
』
巻
四
・
世
租
紀
中
統
二
年
四
月
乙
卯
(
二
十
四
日
〉
の
僚
に

課
程
を
量
菟
せ
し
む
」
と
あ
る
記
事
と
封
躍
す
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
、

民
間
の

「
十
路
宣
撫
使
に
詔
し
、

『
元
典
章
』
の
二
十
日
の
目
附
は
疑
問
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
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た
七
道
と
あ
る
の
は
十
道
、

さ
も
な
け
れ
ば
燕
京
を
除
い
た
九
遁
の
課
り
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
篠
董
を
稿
し
て
新
制
と
い
っ
て
い
る
。
す
で

に
み
た
中
統
機
宜
僚
理
の
詔
文
に
も
「
著
し
て
新
制
と
な
す
」
と
あ
っ
た
。
篠
重
が
こ
の
よ
う
に
新
制
、
新
血
ハ
の
名
の
も
と
に
現
賓
に
頒
行
さ

れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

こ
の
ほ
か
中
堂
事
記
に
み
え
る
法
規
と
し
て
は
、
中
統
二
年
五
月
二
十
二
日
の
省
規
十
僚
が
あ
り
、
こ
れ
は
そ
の
三
日
前
に
右
丞
相
に
任
命

帥

さ
れ
た
史
天
津
を
中
心
と
し
て
成
っ
た
も
の
と
い
う
。
同
年
六
月
二
日
に
は
諸
投
下
の
種
目
戸
に
つ
い
て
、
旨
を
奉
じ
て
逐
款
施
行
さ
れ
た
篠

規
十
二
款
が
み
え
て
お
刷
、
こ
れ
は
そ
の
形
式
か
ら
み
て
奏
准
候
董
と
言
い
う
る
か
も
し
れ
な
い
。
さ
ら
に
携
文
と
し
て
人
民
に
示
す
べ
き
篠

的

規
と
し
て
、
中
統
二
年
正
月
十
一
日
に
中
統
交
紗
護
行
に
闘
す
る
も
の
が
あ
る
。
ま
た
同
月
中
に
各
路
宣
撫
司
に
劃
し
て
渡
せ
ら
れ
た
も
の
が

あ
る
湖
、
こ
れ
は
前
年
五
月
の
宣
撫
司
篠
款
を
敷
延
し
て
楊
文
と
し
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。

世
租
即
位
嘗
初
に
中
書
省
の
首
班
に
任
命
さ
れ
、
燕
京
行
省
の
貫
質
的
な
長
官
と
も
な
っ
た
王
文
統
の
政
治
の
方
法
に
関
し
て
、
『
元
史
』

巻
二

O
六
の
本
俸
に
は
「
十
路
宣
撫
司
を
立
て
、
示
す
に
保
軒
を
以
て
す
」
と
か
「
議
す
る
所
の
候
和
を
以
て
各
路
に
詔
識
し
、
こ
れ
を
遅
行

せ
し
む
」
な
ど
と
み
え
て
い
る
。
前
者
は
宣
撫
司
篠
款
の
こ
と
を
言
っ
て
お
り
、
後
者
は
こ
こ
に
み
た
中
統
二
年
四
月
の
こ
ろ
の
係
重
を
さ
し
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て
い
る
。

つ
ま
り
王
文
統
を
中
心
と
す
る
燕
京
行
省
官
が
開
卒
に
お
い
て
前
省
官
(
行
向
書
省
官
)
と
針
決
す
る
情
勢
の
中
で
、

宣
撫
使
と
協

議
し
て
原
案
を
作
成
し
、

世
租
の
裁
可
を
得
て
の
ち
に
聖
旨
候
霊
(
篠
格
)
と
し
て
施
行
す
る
。

篠
書
一
頻
震
の
行
政
が
こ
う
し
て
始
ま
っ
た
の

で
あ
る
。

2 

燕
京
行
省
の
官
吏

中
堂
事
記
に
み
る
ご
と
く
、
燕
京
行
省
官
が
行
な
っ
て
い
る
こ
と
は
中
書
省
官
が
行
な
う
の
と
同
然
で
あ
り
、
中
園
支
配
の
た
め
の
中
書
省

の
組
織
は
寅
質
的
に
は
燕
京
行
省
の
そ
れ
を
基
礎
と
し
て
設
足
し
た
と
み
て
さ
し
っ
か
え
あ
る
ま
い
。
し
た
が
っ
て
、
失
に
中
堂
事
記
に
記
録

さ
れ
た
燕
京
行
省
の
官
吏
が
ど
の
よ
う
な
人
々
で
あ
っ
た
か
を
検
討
す
る
こ
と
は
、
元
初
の
政
治
と
法
制
の
背
景
に
つ
い
て
の
理
解
を
す
す
め



る
上
で
意
味
の
あ
る
こ
と
と
思
わ
れ
る
。

中
統
元
年
七
月
、
燕
京
行
省
は
燕
京
路
宣
慰
司
が
護
展
的
に
移
行
す
る
形
で
渡
足
す
る
。
中
堂
事
記
の
は
じ
め
に
は
宰
相
以
下
の
官
吏
の
リ

ス
ト
が
か
か
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
官
職
に
し
て
三
十
四
種
、
人
数
は
百
十
人
に
の
ぼ
り
、
な
お
到
省
聴
任
人
員
と
し
て
十
二
人
の
名
が
み
え

て
お
り
、
こ
の
機
関
の
規
模
の
大
き
さ
が
了
解
で
き
る
。

ま
ず
宰
相
ク
ラ
ス
の
人
事
と
し
て
は
、
燕
京
路
宣
慰
使
で
あ
っ
た
鵡
鵡
と
趨
壁
が
丞
相
と
卒
章
政
事
に
そ
れ
ぞ
れ
任
じ
た
。
モ
ン
ゴ
ル
人
の

越
壁
(
『元
史
』
巻
二

O
六
〉
は
フ
ピ
ラ
イ
の
潜
邸
時
代
に
召
見
さ
れ
て
王
顎
や
挑
植
を
招

フ
ビ
ラ
イ
は
蒙
古
人
の
生
徒
を
彼
に
つ
け
て
儒
書
を
皐
習
さ
せ
た
り
、
彼
に
蒙
古
語
を
習
得
の
う

え
『
大
風
午
前
義
』
を
翻
詳
さ
せ
て
い
る
。
漢
人
世
侯
李
璃
一
の
幕
府
か
ら
は
財
政
な
ど
の
寅
務
に
明
る
い
王
文
統
が
卒
章
政
事
に
抜
擢
さ
れ
、
劉

乗
忠
グ
ル
ー
プ
か
ら
は
張
易
が
参
知
政
事
に
任
じ
て
い
る
。
こ
う
し
て
み
る
と
四
人
の
宰
相
は
、
首
班
格
の
征
服
者
モ
ン
ゴ
ル
人
、
そ
れ
に
儒

家
的
知
識
人
、
責
務
家
、
劉
乗
忠
グ
ル
ー
プ
と
、
そ
れ
ぞ
れ
に
特
色
あ
る
勢
力
の
代
表
者
で
あ
っ
た
と
い
え
る
よ
う
で
あ
る
。

鵡
鵡
に
つ
い
て
は
多
く
を
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

聴
さ
せ
、
南
宋
遠
征
に
も
従
軍
し
て
い
る
。
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次
に
郎
中
以
下
の
官
吏
は
ど
の
よ
う
な
人
々
で
あ
っ
た
か
一
瞥
し
よ
う
。

郎
中
の
買
居
貞
(
『
元
史
』
各
一
五
一
二
〉
の
祖
父
は
金
の
宣
宗
の
と

き
の
向
書
右
丞
、

父
は
察
州
観
察
推
官
と
な
っ
た
。
買
居
貞
は
若
く
し
て
金
の
政
府
、
行
蓋
の
役
人
と
な
っ
た
が
、

じ
き
に
金
の
滅
亡
に
遁
つ

て
太
宗
時
代
の
モ
ン
ゴ
ル
に
投
じ
た
。
そ
れ
は
彼
が
ま
だ
十
代
の
と
き
の
こ
と
で
あ
る
。
や
が
て
世
租
の
潜
邸
に
仕
え
、

上
都
城
の
築
城
を
監

督
し
た
。
古
く
か
ら
モ
ン
ゴ
ル
に
仕
え
、

か
つ
蒙
古
語
を
よ
く
し
た
か
ら
、
宰
相
の
下
位
に
あ
り
な
が
ら
重
用
さ
れ
た
。
中
統
二
年
フ
ビ
ラ
イ

が
ア
リ
ク
・
ブ
ハ
を
漠
北
に
攻
撃
し
た
際
も
、
中
園
人
と
し
て
従
軍
し
た
の
は
彼
と
史
天
津
だ
け
で
あ
っ
た
と
い
う
。
買
居
貞
以
下
に
郎
中
あ

さる
れい
る伺は
。 員

外
郎
と
し
て
み
え
る
五
人
は

王
俸
が
そ
こ
に
記
す
よ
う
に
い
ず
れ
も
令
史
と
い
う
金
の
政
府
の
下
僚
の
出
身
で
あ
る
こ
と
が
注
目

王
文
統
、
趨
壁
、
買
居
貞
に
は
『
元
史
』
に
列
俸
が
あ
る
が
、

そ
の
ほ
か
列
俸
の
あ
る
も
の
か
ら
み
て
ゆ
こ
う。

右
房
省
嫁
の
友
裕
(
品位

一
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七
O
)
は
幼
く
し
て
孤
児
と
な
り
、

長
じ
て
嘗
地
の
豚
丞
を
し
て
い
た
と
こ
ろ
中
書
省
擦
に
抜
擢
さ
れ

兄
と
と
も
に
柳
城
豚
に
難
を
避
け
、



58 

は
じ
め
中
書
省
擦
と
な
っ
た
が
、

簿
書
の

た
。
知
省
印
の
許
偉
(
径
一
九
一

・
良
吏
俸
)
は
十
五
歳
で
太
宗
の
時
の
戊
氏
の
選
試
に
合
格
し
た
。

併
に
任
ぜ
ず
と
い
う
の
で

知
省
印
の
官
に
う
つ
っ

た
。

馬
紹
(
山和二
七
三
)
に
つ
い
て
は
『
元
史
』
の
本
俸
に
は
丞
相
の
安
童
ら
の
推
薦
に

よ
っ
て
左
右
司
都
事
と
な
っ
た
と
み
え
る
が
、
安
童
が
中
串
十
一
日
右
丞
相
に
任
ず
る
の
は
至
元
二
年
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
中
堂
事
記
に
い
う
書
填

勘
合
令
史
の
肩
書
き
は
馬
紹
に
と
っ
て
前
段
階
の
も
の
で
あ
る
。
彼
は
の
ち
に
は
中
書
左
丞
か
ら
右
丞
に
の
ぼ
っ
て
い
る
。

掌
記
の
貌
初
(
を

山
問
書
省
令
史
に
補
せ
ら
れ
た
が
、
金
滅
亡
後
は
郷
里
に
賄
っ

て
い
た
。
定
宗
の
五
年
(
回
目
。
)
フ
ビ
ラ
イ
は
親
藩
の
名
撃
を
聞
い
て
カ
ラ
コ
ル
ム
に
徴
し
政
務
を
問
う
た
と
こ
ろ
、
彼
は
便
宜
三
十
品
跡
事
を

一
六
四
〉
は
競
落
の
従
孫
で
あ
る
。

競
落
は
金
の
貞
一
茄
三
年
に
進
士
に
合
格
し

保
陳
し
、
名
士
六
十
除
人
を
推
薦
し
、

の
ち
に
そ
の
設
は
多
く
採
用
さ
れ
た
と
い
う
。
七
十
歳
で
カ
ラ
コ
ル
ム
に
お
い
て
浸
し
て
い
る
。
彼
に

は
貫
子
が
な
か
っ
た
の
で
、

一
族
の
貌
初
を
養
子
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。
魂
初
は
中
書
省
設
足
と
と
も
に
擦
史
と
な
り
掌
書
記
を
-
兼
ね
、

の
ち

に
は
御
史
蓋
系
統
の
官
職
を
歴
任
し
た
。

『
青
崖
集
』
五
巻
が
残
っ
て
お
り
、
至
元
年
聞
の
奏
議
な
ど
も
そ
こ
に
牧
め
ら
れ
て
い
る
。
第
印
局
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官
の
王
利
用
〈
巻
一
七
O
)
の
七
代
前
の
組
は
遼
に
仕
え
て
太
原
郡
公
と
な
り
、

が
て
世
租
の
潜
邸
に
仕
え
た
。
地
方
官
を
歴
任
し
、

貌
初
と
と
も
に
皐
び
、

や

以
後
の
租
も
金
に
住
え
て
い
る
。

の
ち
に
武
宗
が
即
位
し
た
と
き
に
は
太
子
賓
客
と
な
っ
た
。

『
元
史
』
に
列
俸
が
な
く
と

も
他
の
史
料
に
俸
記
な
ど
が
あ
る
も
の
も
み
と
め
ら
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
後
に
関
連
し
て
ふ
れ
る
も
の
の
ほ
か
は
省
略
す
る
。

中
堂
事
記
の
官
員
リ
ス
ト
の
最
後
に
列
せ
ら
れ
る
の
が
到
省
聴
任
人
員
十
二
人
で
あ
り
、
こ
の
う
ち
七
人
に
つ
い
て
は
ほ
か
に
何
ら
か
の
事

績
を
た
ど
る
こ
と
が
で
き
る
。

胡
砥
遜
の
『
紫
山
大
全

康
天
英
は
『
元
史
』

に
は
そ
の
名
を
見
な
い
が
、

文
集
に
い
く
つ
か
記
録
が
あ
る
。

集
』
巻

一
こ
に
は

「寄
康
園
才
御
史
」

そ
の
内
容
は
婚
姻
関
係
の
私
事
と
み
ら
れ
る
。

『
秋
澗
文
集
』
巻
九
一
の

と
題
す
る
書
簡
が
あ
り
、

「
薦
前
御
史
康
天
英
吠
」
に
よ
れ
ば
、
至
元
五
年
(
H
N
S
〉
御
史
蓋
が
設
立
さ
れ
る
と
す
ぐ
に
御
史
に
任
じ
、
そ
の
後
南
京
幕
職
に
轄
じ
て
か

ら
は
南
宋
攻
略
戦
の
補
給
職
、
迭
の
こ
と
を
措
嘗
し
て
い
た
。
任
期
切
れ
に
な
っ
た
彼
の
才
能
を
惜
ん
だ
王
俸
は
こ
こ
で
再
起
用
を
要
請
し
た
の

『遺
山
先
生
文
集
』
巻
二
七
に
は
そ
の
祖
父
の
神
道
碑
銘
が
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
康
天
英
の
五
代
前
の
租
は
遼
の
澄
州
刺
史
に
任

じ
、
四
代
前
の
租
は
金
の
天
曾
中
の
準
土
で
威
卒
路
聴
運
副
使
に
任
じ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

で
あ
る
。



胡
抵
遜
の
家
も
五
代
前
に
さ
か
の
ぼ
る
記
録
、が
『
遺
山
先
生
文
集
』
巻
一
七
の
胡
景
山
松
(
胡
低
温
の
祖
父
)
の
紳
遁
碑
に
み
え
る
。
胡
景
患
の

父
は
科
翠
に
及
第
す
る
志
を
果
さ
ず
に
若
く
し
て
病
浸
し
た
。
胡
景
山
松
は
金
の
大
定
二
十
五
年

(H
53
に
進
士
と
な
り
、
有
能
な
地
方
官
と

し
て
評
剣
が
高
か
っ
た
。
そ
の
子
の
徳
珪
は
正
大
四
年

(HNN3
の
準
士
で
地
方
官
に
任
じ
た
が
、
こ
の
人
も
早
死
し
た
と
み
え
、
胡
抵
遜
は

同
族
の
胡
躍
の
も
と
で
養
育
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
『
秋
澗
文
集
』
巻
五
九
に
胡
漣
に
関
連
し
て
胡
抵
透
の
名
が
み
え
る
か
ら
で
あ
る
。
胡
漣

「
保
儒
醤
胡
漣
朕
」
と
い
う
王
慢
の
推
薦
文
が
み
え
て
い
る
。

も
準
土
に
及
第
し
て
お
り
、

同
書
巻
九
二
に
は

胡
抵
遜
〈
『
元
史
』
巻
一
七
O
)

は
中
統
元
年
張
文
謙
が
大
名
路
宣
撫
史
と
な
る
と
員
外
郎
に
辞
せ
ら
れ
、
翌
年
中
書
詳
定
官
に
任
ぜ
ら
れ
た
。
中
央
政
府
で
員
外
郎
に
任
じ
た

の
ち
地
方
官
を
歴
任
し
、
至
元
三
十
年
に
六
十
七
歳
で
渡
し
た
。
世
組
の
渡
す
る
の
が
至
元
三
十
一
年
正
月
で
あ
る
か
ら
、
彼
の
活
動
は
世
租

期
に
限
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
文
集
『
紫
山
大
全
集
』
二
十
六
巻
が
世
租
期
の
政
治
の
貫
態
を
知
る
上
で
好
箇
の
史
料
を
提
供
し
て
い
る
こ
と
は

『
秩
澗
文
集
』
に
は
推
薦
文
や
詩
の
贈
答
な
ど
彼
に
つ
い
て
数
多
く
の
言
及
が
あ
り
、
王
俸
と
交
友
関
係
の
深
か
っ
た
こ

い
う
ま
で
も
な
い
。
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と
が
う
か
が
え
る
。

李
謙
(
『
元
史
』
各

一
六
O
〉
の
祖
父
は
醤
者
で
あ
り
、

父
は
仕
準
を
撃
一
ま
な
か
っ
た
。

李
謙
は
東
卒
の
巌
貫
の
幕
府
に
入
り
、
高
戸
府
経
歴

劉
宣
(
『
元
史
』
倉

一
六
八
)
は
金
末
の
混
範
を
避
け

ま
た
東
卒
府
皐
教
授
と
な
っ
た
が
、

中
統
初
年
以
後
の
動
向
に
つ
い
て
は
後
に
述
べ
る
。

て
太
原
に
移
住
し
て
い
た
と
こ
ろ
を
宣
撫
使
の
張
徳
輝
に
見
出
さ
れ
、
そ
の
推
薦
に
よ
っ
て
中
書
省
嫁
と
な
っ
た
。
彼
は
の
ち
に
至
元
二
十
五

年
江
南
行
蓋
御
史
中
丞
に
ま
で
な
っ
た
が
、
行
省
官
と
封
立
し
て
悲
劇
的
な
自
殺
を
遂
げ
た
。
馬
天
膜
(
字
は
彦
良
)
は
、
こ
の
官
員
リ
ス
ト
中

帥

の
架
閣
庫
官
の
王
鼎
(
字
は
和
卿
)
と
と
も
に
戯
曲
作
家
と
し
て
も
名
の
あ
る
人
で
あ
っ
た
。

『
至
順
鎮
江
志
』
巻
一
五
に
は
陳
鮮
と
呉
譲
が
組

管
府
の
治
中
あ
る
い
は
提
控
案
腹
と
し
て
こ
の
地
に
赴
任
し
た
こ
と
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。
到
省
聴
任
人
員
の
う
ち
事
績
を
た
ど
る
こ
と
の
で

き
な
い
も
の
は
お
そ
ら
く
こ
の
よ
う
に
地
方
官
と
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
『
元
史
』
巻
八
・
世
租
紀
至
元
十
一
年
七
月
笑
巴
の
僚
に
み
え

る
同
知
上
都
留
守
司
事
の
張
換
は
こ
の
到
省
聴
任
人
員
中
の
一
人
で
は
な
か
ろ
う
か
。
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最
後
に
忘
れ
て
な
ら
な
い
の
が
王
俸
(
『
元
史
』
巻
一
六
七
)
で
あ
る
。

彼
も
到
省
聴
任
人
員
の
リ
ス
ト
に
嘗
然
加
え
ら
る
べ
き
人
で
あ
る
。
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王
俸
の
祖
父
の
王
字
は
郡
嫁
か
ら
刑
曹
孔
目
官
に
貯
せ
ら
れ
、
公
卒
な
裁
判
ぶ
り
に
定
評
が
あ
り
、
ま
た
刑
統
な
ど
の
法
律
書
に
注
穫
を
書
い

て
い
る
。
王
僚
が
「
今
、

梁

・
衛
の
開
、
吏
業
に
よ
り
て
上
達
す
る
も
の
、
半
ば
門
生
た
り
」
と
言
っ
て
い
る
よ
う
に
、
吏
与
の
師
と
し
て
影

、
引

H
M，

響
力
は
大
き
か
っ
的
。
そ
の
子
王
天
鐸
は
父
か
ら
吏
準
、
律
皐
を
皐
び
、
州
の
戸
曹
嫁
、
権
行
部
令
史
を
経
験
し
た
の
ち
、
正
大
四
年
(
H
M
M
3

京
師
で
試
験
を
う
け
て
吏
員
の
甲
首
に
合
格
し
た
。
そ
う
し
た
父
祖
の
も
と
で
育
っ
た
王
惇
は
法
律
的
寅
務
に
精
通
し
て
い
た
と
思
わ
れ
、
東

卒
宣
撫
使
の
挑
植
に
僻
せ
ら
れ
て
詳
議
官
と
な
り
、
選
抜
さ
れ
て
中
書
省
詳
定
官
と
な
っ
た
。
彼
の
主
な
職
務
は
「
陳
言
の
文
字
を
管
す
る
」
こ

A
刀
句

ム
u
v

'と

つ
ま
り
と
く
に
中
園
人
か
ら
の
諸
提
案
を
整
理
す
る
書
記
の
よ
う
な
役
職
に
つ
い
て
お
り
、
ま
た
高
官
の
側
ら
に
あ
っ
て
政
府
の
貫
態
を

つ
ぶ
さ
に
見
聞
し
て
い
た
。
左
司
都
事
か
ら
中
統
二
年
七
月
に
翰
林
園
史
院
が
設
立
さ
れ
る
と
早
速
翰
林
修
撰
に
任
命
さ
れ
て
い
る
。
彼
は
政

策
に
つ
レ
て
の
最
終
決
定
権
を
も
つ
も
の
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
影
響
力
が
小
さ
い
と
も
思
わ
れ
な
い
。
中
堂
事
記
に
み
る
ご
と
く
、

A
O叫
V

A
4
.，

h
u、

h
uv

外
園
、
外
蟹
へ
の
詔
文
を
起
草
し
た
り
、
前
省
官
を
摘
鼓
す
る
た
め
の
資
料
の
作
成
と
検
討
に
あ
た
っ
た
り
、
王
文
統
、
廉
希
憲
、
張
文
謙
ら

《
吋
凶
勺

h
u
r
 

宰
相
と
の
曾
議
に
お
い
て
も
瑳
言
が
み
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

中
統
初
年
の
中
園
知
識
人
の
徴
召
に
つ
い
て
『
元
史
』
巻
四
・
世
租
紀
中
統
元
年
六
月
の
僚
に
次
の
よ
う
に
い
う
。
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召
員
定
劉
郁

・
那
州
都
子
明
・
彰
徳
胡
紙
遜

・
燕
京
鴻
滑
・
王
光
盆

・
楊
恕
・
李
彦
通

・
越
和
之

・
東
卒
韓
文
献

・
張
防
等
、
乗
停
赴
闘
。

お
そ
ら
く
各
宣
撫
使
の
推
薦
を
う
け
た
も
の
が
開
卒
に
迭
り
こ
ま
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
こ
に
み
え
る
十
人
の
う
ち
劉
郁
(
都
事
〉
、
楊
恕
(
提

控
令
史
)
、

潟
、
調
(
掌
故
〉
、

那
子
明
も
中
統
二
年
六
月
に
郎
中
と
な
っ
た

胡
祇
透
の
四
人
ま
で
が
燕
京
行
省
の
官
員
リ
ス
ト
に
入
っ
て
お
り

と
中
堂
事
記
に
あ
る
。
中
堂
事
記
の
は
じ
め
に
、
燕
京
行
省
設
立
の
際
の
こ
と
と
し
て
次
の
よ
う
に
み
え
て
い
る
。

割
付
各
道
宣
撫
司
、
取
儒
士
・

吏
員
通
銭
穀
者
各

一
人
、
的
令
所
在
津
遺
乗
騨
赴
省
、
僚
亦
悉
預
其
選
。

倒

儒
家
的
知
識
人
に
せ
よ
、
吏
員
に
せ
よ
、
求
め
る
と
こ
ろ
は
「
銭
穀
に
通
ず
る
」
質
務
的
能
力
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
同
蓄
に
は
人
材
の
結
集
の

方
針
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
み
え
る
。

時
選
至
省
者
、

土
人
首
以
有
無
生
理
通
暁
吏
事
爵
問
、
及
取
要
所
業
文
字
、
蓋
審
夫
責
身
之
術
、
或
能
否
従
事
、
及
手
筆
何
如
耳
。
叉
擬



以
士
人
充
省
嫁
、
吏
員
補
雨
部
令
史
、
東
卒
士
夫
李
謙
開
之
、
不
欲
吏
僻
去
。

士
人
に
劃
し
て
は
ま
ず
吏
業
に
通
暁
す
る
か
否
か
が
質
問
さ
れ
、
現
賓
の
政
務
に
従
事
す
る
た
め
の
能
力
が
審
査
さ
れ
た
。
土
人
で
も
省
嫁
に

任
命
さ
れ
る
と
聞
い
た
東
卒
の
士
大
夫
李
謙
は
膏
吏
並
み
の
待
遇
を
き
ら
っ
て
僻
去
し
よ
う
と
し
た
。
し
か
し
到
省
聴
任
人
員
の
中
に
そ
の
名

が
入
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
燕
京
行
省
と
の
つ
な
が
り
を
断
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
も
な
か
ろ
う
。
し
か
も
彼
は
王
磐
の
推
薦
を
う
け
て
臆

奉
翰
林
文
字
と
い
う
翰
林
園
史
院
の
末
席
に
補
せ
ら
れ
、

す
す
ん
で
皇
太
子
チ
ン
キ
ム
(
真
金
〉
の
数
育
係
と
な
り
、

仁
宗
の
時
七
十
九
歳
で

渡
す
る
ま
で
儒
家
的
知
識
人
と
し
て
厚
遇
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
彼
は
膏
吏
に
つ
い
て
簡
単
に
は
妥
協
で
き
な
い
士
大
夫
と
し
て
の
持
持
を
保
と

う
と
し
、
そ
れ
が
こ
う
し
た
躍
賭
し
た
行
動
に
あ
ら
わ
れ
た
も
の
と
み
え
る
。
太
宗
の
五
年
(
巳
ωω
〉
に
元
好
聞
が
耶
律
楚
材
に
五
十
四
人
の

、明り
h
凶
V

中
園
人
を
推
薦
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
が
、
燕
京
行
省
の
官
吏
と
し
て
は
、
前
出
の
劉
郁
、
楊
恕
と
と
も
に
李
謙
の
名
も
み
え
る
。
元
好
聞
に
連

A
同
マ

zh
U‘
 

な
る
人
々
は
安
部
健
夫
氏
の
分
類
に
よ
れ
ば
文
章
涯
と
い
わ
れ
る
が
、
李
謙
は
質
務
家
と
し
て
で
は
な
く
、
そ
の
文
準
的
才
能
を
評
債
さ
れ
た
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の
で
あ
ろ
う
。

燕
京
行
省
の
官
吏
に
は
法
律
家
と
も
い
う
べ
き
人
が
か
な
り
加
わ
っ
て
い
た
。
王
俸
の
父
の
王
天
鐸
に
関
係
す
る
人
を
示
す
史
料
と
し
て
、

文
通
先
生
墓
表
の
碑
陰
先
友
記
と
い
う
四
十
二
人
の
リ
ス
ト
が
『
秋
澗
文
集
』
を
五
九
に
蔑
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
は
燕
京
行
省
関
係
の
刑

敏
(
員
外
郎
)
、
沈
侃
(
検
法
)
、
李
瑞
(
態
緋
供
頓
官
)
の
名
が
み
え
、
左
の
ご
と
く
そ
れ
ぞ
れ
短
許
が
附
さ
れ
て
い
る
。

那
敏
字
公
達
、
秦
人
。
性
公
直
、
明
法
令
、
以
廉
自
持
。
用
薦
授
左
司
員
外
郎
、
移
大
名
府
判
官
。

李
瑞
字
天
群
、
浪
人
。
性
強
果
、
重
義
急
難
、
凄
古
人
風
、
達
吏
務
、
有
調
議
、
於
先
考
執
弟
子
撞
終
身
鷲
。
仕
至
瀦
州
剣
官
。

沈
侃
字
和
卿
、
貌
人
。
資
端
方
、
精
律
準
、
巌
而
嫉
悪
。
由
憲
蓋
司
法
、
調
陵
州
停
致
仕
。

こ
こ
に
は
法
令
、
吏
務
、
律
四
月
子
と
い
ず
れ
も
法
律
的
責
務
に
精
通
し
て
い
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
吏
皐
、
律
鼠
平
を
家
同
学
と
し
て
い
た
王
天
鐸

ゆ
か
り
の
、
法
律
的
責
務
に
明
る
い
も
の
が
燕
京
行
省
に
入
っ
て
き
て
い
る
。
王
偉
そ
の
人
も
も
ち
ろ
ん
そ
の
よ
う
な
傾
向
の
も
の
の
一
人
で
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あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

さ
ら
に
は
中
堂
事
記
に
登
場
す
る
楊
果

な
お
康
天
英
の
夫
人
の
父
に
あ
た
る
石
童
徳
玉
と
胡
抵
透
の
養
父
の
胡
理
、
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(
北
京
宣
撫
使
か
ら
参
知
政
事
〉
、
王
磐
(
盆
都
済
南
宣
撫
副
使
か
ら
翰
林
直
筆
土
)
の
名
も
先
友
記
に
み
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。
燕
京
行
省
の
官
員

A
叫
す

リ
ス
ト
に
お
い
て
も
沈
侃
に
つ
い
て
法
律
出
身
と
明
記
し
て
い
る
ほ
州
、
省
理
問
省
の
蔚
俳
と
逸
某
は
そ
の
職
務
上
嘗
然
で
あ
る
に
し
て
も
、

と
も
に
律
科
出
身
と
記
さ
れ
て
い
る
。

A
川
匂

'UHV 

元
代
に
は
儒
吏
粂
通
の
人
材
が
求
め
ら
れ
、
土
と
吏
の
接
近
と
い
う
現
象
が
お
こ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
そ
う
い
う
方
針
や
傾
向
は
こ
こ

に
み
た
よ
う
に
、
中
統
初
年
の
燕
京
行
省
の
編
成
に
も
あ
ら
わ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
元
人
の
文
集
の
中
で
も
王
俸
の
『
秋
澗
文
集
』
、
胡
砥

透
の
『
紫
山
大
全
集
』
、
貌
初
の
『
青
崖
集
』
に
、
「
欽
奉
聖
旨
」
と
か
「
聖
旨
係
重
」
の
文
言
を
用
い
る
記
録
や
奏
議
が
多
く
み
ら
れ
る
の
は

決
し
て
偶
然
の
こ
と
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
彼
ら
が
燕
京
行
省
時
代
か
ら
法
的
献
況
に
通
じ
、
か
つ
法
律
の
入
手
に
至
便
の
立
場
に
あ
っ
た

れ
ば
こ
そ
で
あ
ろ
う
。

燕
京
行
省
の
官
吏
に
は
そ
の
後
の
政
治
史
上
で
み
の
が
せ
な
い
働
き
を
し
た
中
園
人
が
か
な
り
含
ま
れ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
こ
れ
ら
の
人

人
の
履
歴
に
金
代
か
ら
の
連
績
性
を
み
と
め
う
る
こ
と
は
嘗
然
の
こ
と
の
よ
う
で
は
あ
る
。
し
か
し
一
つ
に
は
フ
ピ
ラ
イ
が
漕
邸
時
期
か
ら
中
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園
人
を
盛
ん
に
招
い
て
征
服
王
朝
の
支
配
鐙
制
を
準
備
し
て
い
た
こ
と
、

い
ま
一
つ
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
タ
イ
プ
の
中
園
人
が
元
朝
に
積
極
的
に

近
づ
き
協
力
し
た
こ
と
の
二
つ
の
方
面
へ
の
闘
心
か
ら
、
金
よ
り
元
へ
継
承
し
た
も
の
の
多
い
こ
と
を
あ
ら
た
め
て
認
識
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

燕
京
行
省
は
そ
の
組
織
や
行
政
官
の
名
稿
な
ど
か
ら
推
し
て
、
金
の
中
央
政
府
の
向
書
省
を
モ
デ
ル
と
し
た
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
参
加
し
た
中

園
人
官
吏
に
と
っ
て
は
、

一
面
で
は
女
員
人
に
か
わ
っ
て
蒙
古
人
を
新
し
い
支
配
者
と
し
て
迎
え
た
だ
け
の
こ
と
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

法
の
あ
り
方

一
斑
i
l
l金
泰
和
律
令
の
循
用
禁
止
と
法
の
蓄
積
|
|

世
租
の
初
期
に
は
金
の
泰
裂
が
ま
だ
有
数
性
を
失
な
う
こ
と
な
く
、
蓄
例
と
し
て
現
在
裁
判
に
適
用
さ
れ
て
い
た
。
至
元
『
堆

ε
5

'M
P
 

十
一
月
十
五
日
、

泰
和
律
は
循
用
禁
止
と
な
る
が
、

こ
れ
は
同
日
「
大
元
」
の
園
競
が
制
定
さ
れ
た
こ
と
と
密
接
な
関
係
が
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ

が
こ
れ
よ
り
後
の
時
期
の
奮
例
に
も
泰
和
律
を
指
す
と
み
ら
れ
る
場
合
が
あ
り
、
金
の
法
制
の
影
響
は
元
初
に
は
な
お
根
深
い
も
の
が
あ
っ
た



ょ
う
で
あ
初
。
王
惇
も
『
秋
澗
文
集
』
に
奮
例
を
い
く
つ
か
引
用
し
て
い
る
が
、
さ
ら
に
同
書
巻
八
七
・
烏
蓋
筆
補
の
「
論
借
貸
飢
民
米
糧
事

獣
」
に
お
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
金
の
監
司
僚
例
の
一
篠
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。

検
曾
得
、
金
監
司
篠
例
、
遇
炎
傷
闘
食
去
慮
、
有
能
以
物
胴
済
困
窮
、
輿
民
輿
利
除
筈
者
、
按
察
司
保
申
朝
廷
、
約
量
蛙
賞
。

品
刈
羽
，

ιMmγ 

監
司
篠
例
と
は
明
昌
三
年

P
E
N〉
六
月
に
定
め
ら
れ
た
提
刑
司
候
制
を
指
す
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
文
の
前
に
「
向
書
省
」
の
句
が
あ
る
か

帥

ら
、
上
奏
は
至
元
八
年
泰
和
律
循
用
禁
止
の
前
後
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
剣
決
に
あ
た
っ
て
引
用
し
た
事
例
で
は
な
い
が
、
王
惇
は
金
代
の
法
令

を
根
擦
に
自
読
を
展
開
し
た
の
で
あ
る
。

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
事
例
で
あ
る
が
、
王
俸
は
至
元
新
法
の
制
定
と
と
も
に
、
ヤ
サ
や
金
代
の
敷
係
、
そ
し
て
元
初
以
来
の
篠
格
を
参
用
す
ベ

《

N

V

A

N

WF

'M相、

き
こ
と
を
提
唱
し
た
。
但
し
こ
の
提
案
は
『
至
元
新
格
』
頒
行
以
前
の
至
元
二
十
二
年
あ
た
り
と
推
測
さ
れ
る
か
ら
、
も
と
よ
り
泰
和
律
循
用

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
金
代
の
法
律
の
一
一
穫
で
あ
る
救
僚
を
参
用
し
よ
う
と
い
う
議
論
が
あ
り
え
た
わ
け
で
あ

禁
止
の
後
の
こ
と
で
あ
り
、

る。
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こ
れ
に
封
し
、
胡
抵
透
は
金
律
循
用
に
反
射
す
る
態
度
を
明
確
に
表
明
し
て
い
る
。

『
紫
山
大
全
集
』
巻
一
二
・
又
上
宰
相
書
に
、
律
令
を

制
定
す
べ
き
こ
と
を
述
べ
て
次
の
よ
う
に
い
う
。

紛
転
臨
事
、
漫
呼
法
官
、

日
現
泰
和
律
、
量
不
謬
乎
。

亡
金
之
制
、
果
可
以
服
諸
王
・

貴
族
乎
、
果
可
以
服
蓋
省
貴
官
乎
、
果
可
以
依
侍

此
例
、
断
大
疑
決
大
政
乎
。

さ
だ

こ
の
文
の
前
に
「
圏
家
、
命
を
受
け
位
を
集
め
て
す
で
に
六
十
年
」
と
あ
る
の
を
そ
の
ま
ま
計
算
す
る
な
ら
ば
、
太
組
元
年
(
H
N
o
e

か
ら
敢

え
て
至
元
三
年
(
H
N
g
〉
が
こ
の
提
案
の
年
次
と
な
る
か
ら
、
至
元
八
年
以
前
の
こ
と
と
ひ
と
ま
ず
考
え
て
よ
か
ろ
う
。
泰
和
律
な
ど
亡
金
の

制
に
よ
っ
て
は
蒙
古
人
の
諸
王
・
貴
族
や
中
央
政
府
の
高
官
の
理
解
が
得
ら
れ
ぬ
ば
か
り
か
、
裁
判
や
行
政
に
も
大
い
に
支
障
が
あ
る
と
い
う

品
川
，

趣
旨
で
あ
る
。
泰
和
律
循
用
禁
止
の
決
定
は
、
嘗
時
左
右
司
員
外
郎
で
あ
っ
た
こ
の
人
の
具
申
の
結
果
で
あ
る
こ
と
が
推
測
さ
れ
制
。
ま
た
同
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書
巻
二
二
・
論
定
法
に
い
う
。



64 

泰
和
奮
律
不
敢
愚
筒
、

亦
無
頒
降
明

即
今
上
自
省
部
、
下
至
司
師
師
、
皆
立
法
官
、
而
無
法
可
検
、

文
、
未
能
遵
依
施
行
。
去
歳
風
間
、

省
部
取
泰
和
律
、
伺
聖
上
燕
開
、
擬
定
奏
語
。
愚
料
聖
人
首
問
機
、

量
能
同
書
生
老
儒
、

纏
纏
聴
問
。

若
復
泥
而
不
切
聞
之
、
必
至
倦
怠
、
一
興
上
意
不
合
。

省
部
の
官
が
宴
舎
の
聞
を
と
ら
え
て
世
租
に
擬
定
奏
認
し
て
泰
和
律
に
有
数
性
を
も
た
す
よ
う
に
と
園
っ

た
の
は
大
饗
具
合
が
悪
い
と
胡
括
通

蒙
古
租
宗
家
法、

漠
人
不
能
霊
知
、

は
憤
慨
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
至
元
八
年
以
後
の
動
向
の
は
ず
で
あ
る
。
こ
こ
に
「
泰
和
奮
律
は
敢
へ
て
愚
街
せ
ず
」
と
い
う
の
は
、
至
元
八

年
の
泰
和
律
循
用
禁
止
の
措
置
を
指
し
て
い
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

『
青
崖
集
』
巻
四
に
は
、
首
時
監
察
御
史
で
あ
っ
た
貌
初
の
奏
議
が
次
の
よ
う
に
み
え
て
い
る
。

「泰
和
律
令
不
用
着
、
休
依
着
行
者。」

欽
此
。

史
開
府
輿
諸
大
老
、
講
定
大

元
新
律
、
積
有
歳
月
、
未
観
奏
行
。
今
衆
参
詳
、
:
:
:
若
剛
去
金
俗
所
向
及
其
敷
係
等
律
、
盆
以
開
園
以
来
聖
旨
候
霊
及
奏
准
韓
例
、
以

成
一
書
、
印
至
元
新
律
也
。

至
元
八
年
十
二
月
二
十
五
日
、
欽
奉
聖
旨
節
該
、

風
間
、
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冒
頭
の
日
附
は

一
見
し
た
と
こ
ろ
「
欽
奉
聖
旨
」
の
時
貼
の
よ
う
で
あ
る
が
、
泰
和
律
循
用
禁
止
は
十

一
月
十
五
日
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
は
貌

A
河
U
7

，“
世
、

初
の
建
言
の
日
附
と
考
え
ら
れ
る
。
も
し
そ
う
な
ら
ば
金
律
援
止
直
後
の
新
提
案
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
金
律
も
禁
止
さ
れ
、
ま
た
史
天
津
ら

が
作
成
し
た
大
元
新
律
も
頒
行
さ
れ
て
い
な
い
こ
の
時
に
は
、
早
く
至
元
新
律
を
制
定
す
べ
き
だ
と
言
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
金
代
に
特
殊
な
も

か
わ
り
に
聖
旨
篠
霊
や
奏
准
の
帥
恒
例
を
増
入
し
て

一
書
を
成
さ
ん
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
あ
え
て
憶
測
を
重

「
金
俗
の
向
ぶ
と
こ
ろ
」
や
金
の
「
敷
俊
」
の
影
響
が
史
天
津
の
大
元
新
律
に
は
あ
り
、
そ
れ
が
「
奏
行
」
を
遅
ら
せ
る
原
因

の
や
金
の
敷
僚
を
醐
去
し
て
、

ね
る
な
ら
ば
、

と
な
っ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

次
に
『
元
典
章
』
で
泰
和
律
令
の
循
用
禁
止
を
明
示
し
て
い
る
事
例
と
し
て
知
ら
れ
る
同
書
一
八
戸
部
巻
四
「
牧
民
官
要
部
民
」
の
僚
を
検

討
し
て
み
よ
う
。

至
元
十
九
年
正
月
、
新
西
道
宣
慰
司
、
近
爵
杭
州
路
於
潜
豚
晋
ノ劉
絞
、
要
守
服
部
民
越
元
一
一
娘
震
妻
、
呈
奉
行
中
書
省
劉
付
該
。
来
呈
。



劉
駿
求
妻
守
服
越
元
一
娘
矯
次
妻
、
本
道
按
察
司
取
詑
不
合
求
間
服
制
未
満
女
子
招
伏
、
擬
断
捺
離
、
更
終
劉
絞
停
職
等
事
。
照
得
、
至

元
八
年
欽
奉
聖
旨
節
該
。
「
泰
和
律
令
不
用
、
休
依
着
那
者
。
」

欽
此
。
叉
即
日
服
制
未
定
。
卑
司
議
得
、
・

於
潜
豚
予
の
劉
蛇
は
服
喪
中
の
部
民
越
元
一
の
娘
を
襲
っ
た
か
ど
で
、
離
婚
の
う
え
解
職
虚
分
と
決
し
た
。
こ
の
漸
西
道
提
刑
按
祭
司
の
剣
決

に
射
し
て
、
漸
西
道
宣
慰
司
は
こ
れ
を
く
つ
が
え
そ
う
と
論
駁
し
た
。

宣
慰
司
が
泰
和
律
令
循
用
禁
止
の
聖
旨
を
引
用
す
る
趣
旨
は
何
か
と
い

う
に
、
服
制
を
規
定
し
た
泰
和
律
令
は
循
用
禁
止
と
な
っ
て
い
る
う
え
、
現
在
は
服
制
は
確
立
し
て
い
な
い
の
だ
と
い
う
に
あ
る
。
按
察
司
が

剣
決
を
下
す
に
あ
た
り
泰
和
律
令
を
根
擦
と
し
た
か
は
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
し
か
し
こ
の
聖
旨
の
引
用
は
、
適
用
を
排
除
す
る

と
い
う
法
の
意
固
か
ら
す
す
ん
で
、
適
用
す
べ
き
法
が
み
あ
た
ら
な
い
こ
と
を
言
わ
ん
が
た
め
に
行
な
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
最
終
的
に
は
宣
慰

司
の
「
服
制
未
定
」
の
主
張
が
中
書
省
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
、
劉
較
は
復
職
で
き
、
し
か
も
断
離
の
底
分
も
く
つ
が
え
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
金

そ
の
聖
旨
が
こ
の
よ
う
な
形
で
剣
決
に
引
用
さ
れ
る
こ
と
は
本
来
務
想
さ
れ
な

律
の
贋
止
が
投
じ
た
波
紋
と
し
て
の
一
つ
の
事
例
で
あ
る
が
、
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か
っ
た
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

金
代
の
法
令
を
用
い
な
い
と
な
れ
ば
、

あ
と
は
法
令
の
不
備
を
僚
董
(
僚
格
)
や
剣
例
に
よ
っ
て
う
め
て
ゆ
く
よ
り
ほ
か
に
な
く
、

の
法
制
は
そ
の
方
向
に
進
ん
だ
の
で
あ
る
。
逆
に
い
う
な
ら
ば
、
世
租
の
初
期
に
は
篠
重
や
剣
例
の
蓄
積
が
不
足
し
て
い
た
か
ら
金
代
の
法
令

を
生
か
さ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
す
で
に
み
た
よ
う
に
、
僚
萱
と
い
う
法
令
は
元
初
か
ら
政
治
に
密
接
に
む
す
び
つ
い
て
頒
行
さ
れ

事
責
元

て
き
た
。
そ
れ
が
嘗
面
の
措
置
を
指
示
す
る
臨
時
立
法
的
な
性
格
を
帯
び
る
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
、
立
法
の
事
由
や
立
法
の
過
程
に
つ
い
て
の

説
明
が
必
要
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
よ
り
の
ち
の
聖
旨
候
重
に
あ
っ
て
も
前
文
と
し
て
の
詔
文
に
し
ば
し
ば
そ
れ
が
示
さ
れ
る
。
と
く
に

新
皇
帝
の
登
賓
位
詔
書
候
霊
や
改
元
詔
書
篠
重
な
ど
に
お
い
て
は
、
従
来
か
ら
の
方
針
の
蒋
換
や
格
別
の
「
佃
民
」
の
意
義
を
宣
言
す
る
こ
と

が
多
い
。
こ
う
し
た
前
文
は
法
を
適
用
し
よ
う
と
す
る
も
の
に
篠
規
の
紹
劉
性
を
確
認
さ
せ
る
と
と
も
に
、
そ
れ
が
一
定
の
篠
件
の
も
と
に
護
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せ
ら
れ
た
と
い
う
限
定
的
な
意
味
を
理
解
さ
せ
る
致
果
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

令
に
黛
争
、
政
争
の
反
映
を
み
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
の
ち
に
否
定
さ
れ
た
い
わ
ゆ
る
権
臣
の
専
権
期
の
法
令
は
あ
ま
り
残
存
し
な
い
よ
う

『
元
典
章
』
に
牧
め
ら
れ
た
聖
旨
係
重
な
ど
の
法
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で
あ
る
が
、
全
く
洩
ら
な
い
も
の
で
も
な
く
、
事
柄
に
よ
っ
て
は
有
数
性
を
失
な
わ
な
い
。
反
封
に
権
臣
に
封
置
す
る
意
味
で
す
ぐ
れ
て
政
治

的
色
彩
を
有
す
る
場
合
も
あ
る
。
ま
た
賊
罪
十
二
章
傑
格
の
前
文
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
の
ち
に
名
血
管
回
復
が
成
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
官

'
M明、

僚
の
質
名
を
あ
げ
て
罪
人
扱
い
の
形
の
ま
ま
で
牧
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
る
。
こ
れ
な
ど
は
剛
潤
が
加
え
ら
れ
て
い
な
い
記
録
性
の
強
い
も

の
と
い
え
よ
う
。

時
宜
に
適
態
す
ベ
く
係
重

(
篠
格
)
な
ど
の
法
令
が
護
せ
ら
れ
た
こ
と
は
、

法
令
が
も
は
や
政
府
の
専
有
物
で
な
い
方
向
へ
進
み
は
じ
め
る

こ
と
に
つ
な
が
っ
た
。
蒙
文
直
詳
鎧
の
篠
重
の
存
在
は
蒙
古
文
が
用
意
さ
れ
て
、
そ
の
封
象
が
軍
人
あ
る
い
は
投
下
な
ど
、
漢
人
以
外
の
も
の

制

に
関
わ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
中
堂
事
記
に
す
で
に
早
期
の
例
が
あ
る
よ
う
に
、
勝
文
と
し
て
人
民
に
公
開
周
知
さ
せ
よ
う
と
す
る
も

『
元
典
章
』
の
多
く
の
断
例
中
に
「
出
務
暁
誌
」
と
あ
る
ほ
か
、
江
西
行
省
関
係
で
「
務
文
内
一
款
」
と
し
て
引
用
す
る
も
の
が

6

同

数
例
み
と
め
ら
れ
る
。

「
民
間
省
議
事
理
内
一
件
」
と
い
う
の
も
同
様
で
あ
ろ
う
。
同
書
に

「
百
姓
、
聖
旨
詔
僚
を
欽
聞
し
て
往
往
官
に
赴
き

同
制

て
告
理
す
」
と
み
え
る
よ
う
に
、
人
民
の
方
で
も
法
令
の
護
布
に
は
敏
感
で
あ
っ
た
。

の
が
あ
る
。
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臨
時
的
措
置
は
本
来
な
ら
時
勢
の
推
移
に
つ
れ
て
改
訂
し
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
改
訂
が
完
全
に
行
な
わ
れ
た
よ
う
で
も
な
い
。
し
か

も
僚
規
そ
の
も
の
が
濁
立
的
に
傘
重
さ
れ
て
法
理
の
追
求
が
行
な
わ
れ
た
か
と
い
う
と
か
な
り
疑
問
で
あ
る
。
動
農
篠
萱
な
ど
同
種
の
法
令
の

帥

く
り
か
え
し
立
法
も
そ
う
し
た
事
態
の
裏
が
え
し
で
あ
ろ
う
。
篠
規
の
改
訂
が
行
な
わ
れ
な
け
れ
ば
現
賓
と
の
く
い
ち
が
い
は
う
め
よ
う
も
な

伺

く
な
る
。

『紫
山
大
全
集
』
巻
二
二
に
次
の
よ
う
に
い
う
。

昏
姻
聴
財
、
錐
有
定
例
、
立
格
之
日
、
民
己
不
従
、
蓋
縁
後
有
「
自
願
者
聴
」
之
一
言
故
也
。
叉
司
祭
立
格
之
年
、
絹
一
匹
直
紗
一
貫
、
今

卸
絹
一
匹
直
八
貫
、
他
物
類
皆
長
債
八
九
倍
十
倍
、
難
巌
加
罪
責
、
勿
検
定
例
、
民
亦
不
従
。

こ
こ
に
定
例
と
あ
る
の
は

『
元
典
章
』

側

る
と
思
わ
れ
る
。
施
行
の
嘗
初
か
ら
例
外
を
認
め
た
た
め
に
空
文
化
し
た
う
え
、
至
元
紗
で
定
め
た
鴨
財
の
額
が
物
債
騰
貴
の
た
め
に
は
な
は

だ
現
質
的
で
な
く
な
っ
た
こ
と
を
言
っ
て
い
る
。
ま
た
『
紫
山
大
全
集
』
巻
七
・
巡
按
郎
事
ロ
披
の
一
節
に
い
う
。

一
八
戸
部
各
四

「
嫁
喪
鴨
財
韓
例
」
の
僚
に
み
え
る

「
民
間
嫁
妻
婚
姻
聴
財
等
事
係
費
一
旦
」
を
指
し
て
い



昭
明
燦
董
謹
欽
依

更
向
何
人
一
果
例
魚

紗
法
可
憐
虚
十
倍

忍
令
姦
猪
怒
貧
欺

そ
の
た
め
姦
猪
の
輩
が
っ
け
い
っ
て
悪
事
を
は
た
ら
く
場
合
が
あ
っ
た
と
詠
じ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
単
行
の
法
令
が
整
序
さ
れ
な
い
ま
ま
に
頒
行
さ
れ
、
文
書
行
政
の
ル
l
ル
に
従
っ
て
下
級
の
官
臆
に
迭
達
さ
れ
、
そ
こ
で
法
令

は
蓄
積
さ
れ
て
ゆ
く
。
同
じ
く
『
紫
山
大
全
集
』
巻
二
二
で
、
胡
抵
遜
が
「
即
今
弊
政
」
と
し
て
箇
篠
書
き
に
す
る
う
ち
の
一
つ
に
次
の
よ
う

篠
霊
が
現
買
に
適
合
せ
ず
、

に
み
え
る
。

省
部
蓋
院
者
、
百
司
郡
鯨
之
本
源
、
綱
領
法
度
所
従
出
者
也
。
政
無
大
小
新
奮
久
近
、
皆
嘗
知
其
本
末
、
即
今
毎
事
皆
無
簿
籍
文
班
、
自

開
園
至
累
朝
篠
例
、
亦
無
纂
集
備
細
、
毎
週
一
事
、
如
戸
口

・
鐙
選
・
軍
結
・
工
匠
・
銭
穀
・
地
土

・
城
邑
等
事
、
反
取
問
子
司
鯨
、
不

惟
取
天
下
議
笑
侮
玩
、
倉
卒
率
多
快
事
。

事
柄
の
大
小
、
新
蓄
、
あ
る
い
は
久
遠
の
措
置
か
嘗
面
の
措
置
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
あ
ら
ゆ
る
法
規
は
中
央
政
府
の
省
部
蓋
院
が
管
轄
す
べ
き

と
こ
ろ
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
そ
の
分
類
整
理
は
進
ん
で
お
ら
ず
、
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開
園
以
来
の
篠
例
|
|
僚
輩
、
格
例
の
類
ー
ー
も
き
ち
ん
と
纂
集
さ
れ
て
い
な

レ
。
そ
の
た
め
あ
る
部
門
の
こ
と
が
問
題
と
な
る
時
に
は
、
か
え
っ
て
末
端
の
官
醸
の
司
鯨
に
意
見
を
求
め
る
あ
り
さ
ま
で
あ
る
と
彼
は
慨
嘆

し
て
い
る
。
こ
れ
は
都
に
も
近
い
北
中
園
に
お
け
る
事
態
を
念
頭
に
お
い
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
が
、

章
』
の
よ
う
な
法
律
書
が
元
代
に
刊
行
さ
れ
た
こ
と
に
一
面
の
説
明
を
輿
え
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

中
央
政
府
以
外
の
手
に
な
る
『
元
典

『
元
典
章
』
の
各
候
は
官
臆
文
書
が
あ
ま
り
手
を
加
え
ら
れ
な
い
で
流
出
し
た
も
の
で
、
そ
の
標
題
は
脅
吏
が
架
閣
庫
に
お
け
る
整
理
の
た

納

め
に
つ
け
た
の
が
そ
の
ま
ま
残
っ
た
の
で
あ
ろ
う
と
は
、
宮
崎
市
定
氏
の
推
論
で
あ
る
。
章
一
的
な
法
典
が
頒
行
さ
れ
て
い
な
い
段
階
に
お
い

て
、
車
行
立
法
や
剣
例
を
配
列
し
た
架
閣
庫
を
あ
た
か
も
依
嬢
す
べ
き
法
髄
系
の
全
躍
の
ご
と
く
に
構
築
す
る
よ
う
な
工
作
が
行
な
わ
れ
た
。

六
部
分
類
を
基
本
と
す
る
新
型
の
判
例
集
『
元
典
章
』
は
そ
う
い
う
法
律
家
の
努
力
の
中
か
ら
生
ま
れ
た
の
で
あ
る
。
い
ま
そ
こ
に
金
代
と
の

連

績

性

を

求

め

る

と

、

「

某

罪

」

を

定

む

と

い

う

翠

行

立

法

の

記

事

が

数

多

く

み

と

め

ら

れ

る

。

次

『
金
史
』
本
紀
に
は
「
某
法
」

「
某
制
」
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に
そ
の
い
く
つ
か
を
示
す
c
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。
(
大
定
十
三
年
)
四
月
己
巳
、
定
出
縫
子
所
経
財
産
不
及
本
家
者
、
以
所
縫
興
本
家
財
産
通
数
均
分
制
。

(
を
七
・
世
宗
紀
)

。
(
承
安
五
年
七
月
)
葵
亥
、
定
居
祖
父
母
喪
婚
安
聴
離
法
。

。
(
泰
和
五
年
四
月
〉
壬
子
、
定
随
路
轄
運
司
及
府
官
毎
季
検
視
庫
物
法
。

。
(
泰
和
五
年
七
月
)
丙
子
、
{
疋
園
場
誤
射
中
人
罪
。

(巻
二
・
章
宗
紀
)

(
巻
二
一
・
章
宗
紀
)

(
同
前
〉

こ
れ
ら
は
ち
ょ
う
ど

『
元
典
章
』
の
各
僚
の
標
題
に
類
似
し
て
い
る
。
金
代
に
も
唐
律
令
の
よ
う
な
欝
い
法
鐙
系
に
牧
ま
ら
な
い
も
の
に
つ
い

同

て
措
置
が
あ
っ
た
わ
け
で
、
こ
れ
ら
も
制
僚
、
救
僚
に
組
み
こ
ん
で
頒
行
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
元
初
の
法
律
家
は
金
代
の
法
の
成
果
に
代
替

A
U
dマ

ト

p

す
べ
き
も
の
を
求
め
、
ま
た
蒙
古
的
な
事
例
を
も
加
え
な
が
ら
、
単
行
立
法
や
判
例
を
架
閣
庫
に
蓄
積
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

制

律
令
制
定
の
議
は
李
謙
の
よ
う
な
儒
家
的
知
識
人
か
ら
提
案
さ
れ
る
傾
向
は
あ
っ
た
。
し
か
し
私
は
こ
の
こ
と
を
華
化
の
議
論
に
解
消
し
た

く
な
い
。
篠
重
、
候
格
を
纂
修
す
る
に
は
法
律
質
務
上
の
要
請
か
ら
十
分
な
意
味
が
あ
っ
た
と
考
え
た
い
の
で
あ
る
。
『
大
元
通
制
』
の
編
修

‘杭

M
，

μ
P
 

は
各
僚
の
配
列
上
、
律
令
を
指
向
し
て
行
な
わ
れ
た
。
元
代
の
法
の
蓄
積
は
一
面
た
し
か
に
混
乱
し
て
い
た
よ
う
に
み
え
る
が
、
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一
方
で
は
明

律
令
へ
の
貴
重
な
橋
渡
し
を
し
た
と
い
う
意
味
で
大
き
な
評
債
が
輿
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

本
稿
で
は
法
令
の
名
稿
、
政
治
的
背
景
、
法
の
あ
り
方
と
論
貼
は
多
岐
に
わ
た
っ
た
が
、
元
初
の
法
制
が
金
の
法
制
に
強
く
影
響
さ
れ
る
理

由
の
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
。
元
朝
は
征
服
王
朝
と
し
て
の
経
験
を
一
か
ら
は
じ
め
た
の
で
は
な
く
、
同
じ
く
征
服
王
朝
で

あ
る
金
朝
の
経
験
、
遺
産
を
ふ
ま
え
て
こ
れ
を
乗
り
こ
え
た
の
で
あ
る
。
か
か
る
征
服
王
朝
は
単
に
モ
ン
ゴ
ル
人
の
軍
事
的
征
服
に
よ
っ
て
達

成
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
こ
こ
に
み
た
よ
う
な
中
園
人
の
活
動
が
、
モ
ン
ゴ
ル
至
上
主
義
や
「
中
固
化
」
で
は
割
り
切
れ
な
い
特
異
な
征
服

王
朝
の
あ
り
方
を
質
現
す
る
こ
と
に
貢
献
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

註ω
拙
稿
コ
冗
代
篠
査
考
」
(
一
〉
J
(
七
〉
(
未
完
)
(
『
香
川
大
祭
教
育
皐

部
研
究
報
告
』
第
一
部
第
四
五
競
・
一
九
七
八
J
第
五
一
統
・
一
九
八
一

-所
収〉
、
「
元
代
の
傑
査
を
め
ぐ
る
滋
賀
秀
三
氏
と
の
意
見
の
交
換
と
展

望
」
(
『
東
洋
史
研
究
』
第
三
八
巻
第
四
披
・
一
九
八

0
・
所
牧
〉
参
照
。



郭
賓
玉
の
僚
輩
五
章
の
提
案
は
、
前
稿
で
は
太
租
五
年
庚
午
の
年
〈
H
N

H
O
〉
と
し
た
が
、
『
元
史
』
巻
一
・
太
租
紀
の
記
録
と
針
照
し
て
辛
未
の

年
公
阻
む
と
す
る
の
が
正
し
い
。
こ
の
黙
に
つ
き
池
内
功
氏
の
指
摘
を
得

た
こ
と
に
感
謝
す
る

q
p
・
チ
ェ
ン
氏
の
著
書
に
は
初
期
中
園
法
典
と
し

て
こ
れ
を
と
り
あ
げ
、
や
は
り
一
二
一
一
年
と
し
て
い
る
(
司

2
-
z
g同
-

nEo
の『ィ

p
n
E
2詰
ト
認
と
叫

4
3
b
H
N
g
s
b
w
-
S
偽
ミ
s
h
。F

H

由、吋由)。
郭
賓
玉
は
『
金
史
』
巻
八
二
に
列
俸
の
あ
る
郭
企
忠
の
子
孫
と
考
え
ら

れ
、
と
す
れ
ば
遼
・
金
・
元
と
三
代
の
征
服
王
朝
に
仕
え
た
軍
人
と
し
て

の
名
家
の
出
身
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

ω
拙
稿
「
元
代
傑
壷
考
」
〈
一
〉
(
註

ω)
参
照
。

ω
同
書
に
次
の
よ
う
に
い
う
。

及
世
宗
即
位
、
以
正
隆
之
風
、
盗
賊
公
行
、
兵
甲
未
息
、
一
時
制
旨
多

従
時
宜
、
途
集
第
軍
前
権
宜
僚
理
。
:
:
:
(
大
定
)
五
年
、
命
有
司
復

加
制
定
僚
理
、
輿
前
制
書
粂
用
。

ω
『
金
史
』
巻
七
・
世
宗
紀
に
次
の
よ
う
に
い
う
。

(
大
定
十
九
年
〉
六
月
戊
子
細
則
、
詔
更
定
制
僚
。

ま
た
同
書
巻
八
・
世
宗
紀
に
い
う
。

(
大
定
二
十
二
年
三
月
)
笑
巳
、
詔
頒
重
修
制
脇
田
。

標
勲
本
『
金
史
』
(
一
九
七
五
・
北
京
)
巻
四
五
・
刑
志
の
校
勘
記
に
、

大
定
重
修
制
僚
の
頒
行
が
世
宗
紀
大
定
二
十
二
年
の
記
事
と
合
致
せ
ず

「
未
知
執
是
」
と
し
て
い
る
が
、
大
定
十
九
年
に
編
修
に
と
り
か
か
り
、

足
か
け
四
年
を
要
し
て
完
成
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

ω
『
金
史
』
巻
九
九
・
李
革
停
に
い
う
。

〈
貞
一
服
)
四
年
、
奔
参
知
政
事
。
革
奏
、
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「
有
司
各
以
情
見
引
用
断

(6) 

例
、
牽
合
附
舎
、
責
穆
倖
門
。
乞
凡
断
例
・
救
僚
・
特
旨
・
奏
断
不
潟

、
氷
格
者
、
不
許
引
用
、
皆
以
律
矯
正
。
」
詔
従
之
。

『
金
史
』
巻
四
五
・
刑
士
山
に
い
う
。

叉
目
、
「
朕
所
行
制
僚
、
皆
臣
下
所
奏
行
者
、
天
下
事
多
、
人
力
有

限
、
豊
能
一
一
義
之
。
必
因
一
事
奏
問
、
方
知
有
所
窒
磯
、
隠
創
更

定
。
今
有
聖
旨
・
僚
理
、
復
有
制
係
、
是
使
姦
吏
得
以
軽
重
也
。
」

『
金
史
』
巻
九
・
章
宗
紀
明
昌
一
一
一
年
三
月
葵
巳
の
僚
に
い
う
。

上
回
、
「
:
:
:
如
(
陳
)
毅
言
及
随
慮
有
司
不
能
奉
行
僚
制
、
篤
人
傭

雇
、
向
須
出
力
。
況
食
園
家
糠
而
乃
如
是
、
得
加
熱
彪
臣
子
之
行
乎
。
其

令
検
舎
前
後
所
降
保
理
摩
行
之
。
」

同
室
田
に
次
の
よ
う
に
い
う
。

泰
和
二
年
、
御
史
豪
奏
、
監
察
御
史
史
粛
言
、
大
定
保
理
、
自
二
十
年

十
一
月
四
日
以
前
、
奴
妥
良
人
女
畳
間
妻
者
、
並
準
己
妾
篤
定
、
若
夫

亡
、
拘
放
従
其
主
。
離
夫
摘
賓
者
、
令
本
主
牧
胸
、
依
奮
輿
夫
問
委
。

放
良
従
良
者
、
卸
聴
酬
胴
換
。
如
未
劇
換
問
、
輿
夫
所
生
男
女
、
並
聴
信
用

良。『
金
史
』
巻
六
・
世
宗
紀
大
定
十
年
十
二
月
丙
寅
の
僚
に
い
う
。

上
謂
宰
臣
目
、
「
比
盤
中
不
佳
、
有
妨
朝
事
。
今
槻
所
奏
事
、
皆
依
燦

格
、
殊
加
盟
二
利
園
之
事
。
;
:
」

同
書
巻
一
一
・
掌
宗
紀
承
安
四
年
十
二
月
辛
酉
の
僚
に
い
う
。

更
定
考
試
随
朝
検
知
法
燦
格
。

同
書
巻
四
五
・
刑
志
に
い
う
。

初
詔
、
凡
篠
格
入
制
文
内
者
、
分
潟
別
巻
。
復
詔
制
輿
律
文
軽
重
不

同
、
及
律
所
無
者
、
各
校
定
以
問
。

宮
崎
市
定
氏
は
「
宋
元
時
代
の
法
制
と
裁
判
機
構
」
の
註
仰
に
お
い
て
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(7) (8) (9) 。。
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「
元
典
章
を
検
索
し
た
限
り
で
は
、
七
の
端
数
の
始
ま
っ
た
の
は
中
統
二

年
か
ら
中
統
五
年
ま
で
の
聞
で
あ
っ
た
と
結
論
し
た
い
」
と
い
わ
れ
て
い

る
(
『
東
方
皐
報
』
京
都
第
二
四
冊
・
一
九
五
四
・
所
枚
、

『
ア
ジ
ア
史
研

究
』
第
四
・
一
九
六
四
・
所
牧
)
。

帥
安
部
健
夫
「
元
史
刑
法
志
と
コ
冗
律
」
と
の
関
係
に
就
い
て
」
(
『
東
方

準
報
』
京
都
第
二
冊

・
一
九
一
三
・
所
牧
、
『
元
代
史
の
研
究
』

一
九
七

二
・
所
収
)
の
註
同
参
照
。

同
『
元
典
章
』
新
集
詔
令
「
至
治
改
元
詔
」
の
前
文
に
「
所
有
便
民
事

宜
、
保
列
子
后
」
と
あ
る
。
ま
た
同
書
一
詔
令
巻
一
「
(
武
宗
皇
帝
)
登

質
位
詔
」
の
前
文
に
「
所
有
便
民
事
宜
、
蜜
列
子
后
」
と
、
同
書
新
集
詔

令
「
今
上
皇
帝
受
賞
位
詔
」
の
前
文
に
「
所
有
合
行
事
宜
、
議
列
子
后
」

と
あ
る
o

M
W

「
立
総
管
府
新
定
候
蓋
」
(
拙
稿
「
元
代
燦
査
考
」
つ
乙
参
照
)
に

封
臨
略
す
る
コ
冗
史
』
各
六

・
世
租
紀
至
元
二
年
二
月
甲
子
の
僚
に
い
う
。

以
蒙
古
人
、
充
各
路
迷
魯
花
亦
、
漢
人
充
総
管
、
回
回
人
充
同
知
、
永

信
用
定
制
。

ま
た
「
仙
際
省
刑
詔
書
燦
査
」
(
拙
稿
「
元
代
候
査
考
」
(
五
)
参
照
)
に
封
態

す
る
『
元
史
』
各
一
二
・
成
宗
紀
大
徳
八
年
正
月
己
未
の
僚
に
い
う
。

以
災
異
故
、
詔
天
下
、
仙
民
際
、
省
刑
罰
。
雑
犯
之
罪
、
・
・
江
南
佃

戸
、
私
租
太
重
、
以
十
分
気
率
、
減
二
分
、
、
氷
魚
定
例
。

「
永
策
定
例
」
の
句
は
『
元
典
章
』
『
通
制
燦
格
』
の
蛍
該
の
僚
に
は
紋

け
て
い
る
。
江
南
佃
戸
に
射
す
る
こ
の
措
置
が
臨
時
的
で
な
か
っ
た
こ
と

が
剣
明
す
る
。

帥
拙
稿
コ
万
代
候
蜜
考
」
(
註

ω〉
参
照
。

M
W

た
と
え
ば
中
統
二
年
六
月
の
恢
緋
課
程
僚
査
に
つ
い
て
は
『
元
史
』
で

は
「
醸
酒
税
課
等
の
法
を
定
む
」
と
あ
り
、
至
元
七
年
二
月
の
勧
由
民
傑
査

に
つ
い
て
「
農
桑
之
制
十
四
僚
を
頒
つ
」
と
あ
り
、
至
大
コ
一
年
二
月
の
勧

良
保
護
に
つ
い
て
「
動
課
之
令
を
修
明
す
」
と
あ
る
。
ま
た
至
元
四
年
十

月
の
口
問
官
子
孫
承
麿
絞
用
係
査
に
つ
い
て
は
『
元
史
』
で
は
「
品
官
子
孫

際
叙
格
」
と
み
え
て
い
る
。
前
掲
註

ω拙
稿
参
照
。

帥
小
林
高
四
郎
「
元
代
法
制
史
雑
考
」
(
『
神
奈
川
際
立
外
語
短
期
大
皐
紀

要
』
人
文
社
舎
一
編
第
一
集

・
一
九
六
八
・
所
牧
〉
参
照
。

肋
関
連
の
可
能
性
の
あ
る
も
の
を
示
せ
ば
次
の
も
の
が
あ
る
。
『
元
史
』

巻
一
七

0
・
裳
裕
俸
に
い
う
。

中
統
初
、
白
柳
城
府
間
丞
、
野
中
書
右
司
嫁
、
始
建
言
、
「
給
重
囚
衣
糧

欝
紫
、
菟
籍
其
翠
産
、
止
令
出
焚
盛
銭
。
」
後
者
潟
令
。

こ
の
建
言
が
中
統
四
年
七
月
の
罪
囚
傑
査
(
拙
稿
コ
万
代
傑
査
考
」
(
一
〉

参
照
)
に
結
貸
し
た
可
能
性
が
あ
る
。

同
燕
京
行
省
に
つ
い
て
は
、
青
木
富
太
郎
コ
冗
初
行
省
考
」
(
『
史
皐
雑

誌』

第
五
一
編
第
四
放
・
第
五
披

・
一
九
四

0
・
所
牧
〉
、
前
田
直
血
ハ

コ
冗
朝
行
省
の
成
立
過
程
」
(
『
史
皐
雑
誌
』
第
五
六
編
第
六
時
肌
・
一
九
四

五
・
所
枚
、
『
元
朝
史
の
研
究
』

一
九
七
三

・
所
校
〉
、
牧
野
修
二
「
元

朝
中
書
省
の
成
立
」
(
『
東
洋
史
研
究
』
第
二
五
巻
第
コ
一
競
・
一
九
六
六
・

所
枚
)
参
照
。

同
『
秋
澗
文
集
』
各
八
一

・
中
堂
事
記
。
こ
の
事
に
関
連
し
て
、
青
木
富

太
郎
氏
は
前
掲
論
文
(
註
帥
)
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
い
わ
れ
る
。

留
都
の
行
中
書
省
は
た
と
へ
名
は
行
中
書
省
で
も
中
書
省
と
し
て
の
機

能
を
有
し
て
ゐ
る
も
の
で
あ
り
、
中
央
官
署
と
し
て
の
質
を
具
備
し
て

ゐ
た
こ
と
は
確
寅
で
あ
る
。

但
し

「留
都
」
の
語
に
つ
い
て
は
、
中
堂
事
記
に
も
と
づ
く
な
ら
ば

「関
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一
ゃ
に
留
る
」
の
意
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
か
ら
、
前
田
直
典
氏
の
言
わ
れ
る

よ
う
に
〔
註
伺
〉
疑
問
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

倒

牧

野

修
二
コ
元
朝
中
書
省
の
成
立
」
(
註
同
〉
参
照
。

帥
『
秋
澗
文
集
』
巻
八
一
・
中
堂
事
記
に
い
う
。

十
六
日
了
未
、
史
経
略
・
張
右
丞
泊
衆
宣
撫
集
都
堂
、
保
具
民
政
。
十

(
戊
)

七
日
戊
申
辰
刻
、
諸
相
入
朝
、
以
集
議
問
、
上
一
允
所
奏
。
向
タ
出

宮
。
十
八
日
己
酉
、
省
奏
准
篠
貧
民
事
凡
廿
七
款
、
魚
施
行
之
。
十
九

日
庚
氏
、
百
僚
入
見
、
少
頃
出
倉
東
省
、
奉
旨
召
九
路
線
管
、
頒
示
新

典
。
若
有
所
陳
、
即
具
以
問
。

伺
拙
稿
コ
克
代
係
費
考
」
(
一
)
(
註
川
)
参
照
。

帥
『
秋
澗
文
集
』
巻
八
一
・
中
堂
事
記
に
い
う
。

(
乙
)

廿
四
日
笑
卯
、
極
晴
朗
。
諸
相
入
朝
、
奏
准
七
道
宣
撫
司
所
行
傑
重

0

・
・
・
廿
五
日
丙
辰
、
:
:
:
未
刻
、
新
奮
宣
撫
奔
A
叩
於
省
中
、
就
付
係
重

新
制
、
及
諸
換
授
官
資
者
、
悉
裁
選
之
。

凶
拙
稿
コ
克
代
候
壷
考
」
〈
一
)
(
註

ω)参
照
。

帥
『
秋
澗
文
集
』
巻
八
一
・
中
堂
事
記
に
い
う
。

廿
二
日
葵
未
申
刻
、
堂
議
、
定
省
規
一
十
係
。

以
下
に
十
箇
僚
の
中
書
省
の
事
務
手
績
に
関
す
る
内
規
が
列
記
さ
れ
て
い

る
。
同
書
径
四
八
の
史
天
津
の
家
俸
に
次
の
よ
う
に
み
え
、
『
元
史
』
巻

一
五
五
・
史
天
津
停
も
こ
の
記
事
を
採
用
し
て
い
る
。

叉
定
省
規
十
係
、
葦
正
其
機
務
。

『
秋
澗
文
集
』
各
八
一
・
中
堂
事
記
に
い
う
。

二
日
壬
辰
、
:
:
:
都
堂
震
諸
投
下
種
目
戸
、
奉
旨
逐
款
施
行
。

『
秋
澗
文
集
』
巻
八

0
・
中
堂
事
記
に
い
う
。

笑
酉
、
:
:
:
省
府
震
設
下
中
統
元
賓
交
紗
、
務
省
議
隣
路
、
其
文
日
、

伺帥

省
府
欽
依
印
造
到
中
統
元
賓
交
妙
、
:
・

『
秋
澗
文
集
』
巻
八

0
・
中
堂
事
記
に
い
う
。

省
府
議
所
有
合
行
事
理
、
劉
付
各
路
宣
撫
司
梼
識
者
、
英
文
目
、
・

今
照
得
、
巳
未
行
事
理
、
篠
列
子
后
、
務
要
寅
行
、
非
止
虚
文
而
己
。

合
行
傍
一
不
者
。
:
:
・

倒
郭
祭
租
(
邸
中
)
、
王
徳
容
〈
員
外
郎
)
、
邪
敏
(
員
外
郎
)
は
部
令
史

出
身
、
E

日
汝
賢
(
郎
中
)
、
張
桐
〈
員
外
郎
〉
は
班
紙
A
ょ
ん
出
身
で
あ
る
。

帥
孫
構
第
『
元
曲
家
考
略
』
に
馬
彦
良
・
王
和
卿
に
つ
い
て
中
堂
事
記
を

引
い
て
言
及
が
あ
る
。

帥
『
秋
澗
文
集
』
径
四
九
・
南
部
王
氏
家
俸
。

帥
『
秋
澗
文
集
』
巻
八
二
・
中
堂
事
記
中
統
二
年
六
月
十
五
日
の
線
。

帥
同
書
中
統
二
年
四
月
十
五
日
の
僚
に
金
歯
轡
へ
の
詔
、
中
統
二
年
四
月

三
十
日
の
僚
に
大
理
、
合
刺
章
へ
の
詔
を
起
草
し
た
こ
と
が
み
え
る
。
ま

た
さ
き
に
ふ
れ
た
宋
の
三
省
へ
の
牒
文
も
王
俸
の
起
草
に
係
る
。

M
W

同
書
中
統
二
年
四
月
二
十
日
の
僚
に
い
う
。

是
晩
、
工
部
石
里
忽
帥
李
被
問
。
堂
命
都
司
楊
恕

・
提
控
越
謙
、
同
俸

等
磨
勘
工
匠
支
鈎
等
簿
、
達
曙
不
疲
。

同
書
中
統
二
年
四
月
十
日
の
僚
に
い
う
。

王
・
張
・
簾
三
相
泊
買
郎
中
、
命
閏
議
政
事
、
因
論
功
利
等
事
。
且
目
、

「
世
代
下
表
、
其
勢
有
不
得
不
爾
者
。
L

時
惇
亦
預
坐
、
因
徐
起
而
言
、

日
、
「
功
利
既
不
能
弛
、
心
輿
術
亦
不
可
不
燐
也
。
且
心
以
居
正
篇
盤
、

術
以
摩
擦
信
用
用
、
終
之
健
不
失
而
有
成
者
震
上
。
此
大
臣
所
先
務
也
。
」

三
相
傍
而
起
。

『
元
史
』
各
一
六
七
・
王
惇
俸
に
い
う
。

時
省
部
初
建
、
令
諸
路
各
上
儒
吏
之
能
理
財
者
一
人
、
俸
以
選
至
京

悌

-71ー

国同



72 

師
、
上
書
論
時
政
。

伺
『
遺
山
先
生
文
集
』
巻
一
一
一
九
・
笑
巳
放
寄
中
書
耶
律
公
害
、
『
元
文
類
』

を
三
七
・
上
耶
律
中
書
書
。
挑
従
吾
「
金
元
之
際
元
好
問
封
於
保
全
中
原

停
統
文
化
的
貢
献
」
(
『
大
陸
雑
誌
』
第
二
六
巻
第
三
期
・
一
九
六
一
二
・
所

牧
〉
参
照
。

伺
安
部
健
夫
コ
冗
代
知
識
人
と
科
穆
」
(
『
史
林
』
第
四
二
巻
第
六
披
・
一

九
五
九
・
所
段
、
『
元
代
史
の
研
究
』
一
九
七
二
・
所
枚
〉
参
照
。

倒
『
秋
澗
文
集
』
単
位
八
八
に
は
「
論
法
官
沈
侃
陸
用
事
朕
」
と
い
う
王
惇

の
推
薦
朕
が
あ
る
。

帥
宮
崎
市
定
「
宋
元
時
代
の
法
制
と
裁
剣
機
構
」
(
註
帥
〉
参
照
。

帥
『
元
史
』
各
七
・
世
租
紀
至
元
八
年
十
一
月
乙
亥
の
僚
に
い
う
。

禁
行
金
泰
和
律
。
建
園
競
日
大
元
、
詔
日
、
・

帥
小
林
高
四
郎
コ
冗
代
法
制
史
上
の
替
例
に
就
い
て
」
(
『
江
上
波
夫
教
授

古
稀
記
念
論
集
』
歴
史
篇
・
一
九
七
七
・
所
収
)
参
照
。

同
『
金
史
』
巻
九
・
章
宗
紀
明
昌
三
年
六
月
丁
巳
の
僚
に
い
う。

定
提
刑
司
僚
制
。

叫

こ
の
時
期
に
お
け
る
尚
書
省
の
設
置
は

『
元
史
』
宅
七
・
世
租
紀
に
よ

れ
ば
、
至
元
七
年
正
月
丙
午
(
六
日
〉
か
ら
至
元
八
年
十
二
月
甲
寅
(
二

十
四
日
〉
ま
で
で
あ
る
。

帥
『
秋
澗
文
集
』
俳
句
九

0
・
便
民
三
十
五
事
の
う
ち
「
定
法
制
」
と
題
し

て
次
の
よ
う
に
み
え
る
。

自
古
圃
治
之
君
、
必
立
一
定
之
法
。
:
:
合
無
賂
奉
救
制
定
到
律
令
、

頒
魚
至
元
新
法
、
使
天
下
更
始
、
永
篤
成
懲
、
量
不
盛
哉
。
若
中
開
或

有
不
通
行
者
、
取
図
朝
礼
撒
、
如
金
制
別
定
救
昨
師
、
如
近
年
以
来
審
断

一
切
姦
盗
、
省
部
略
有
篠
格
者
、
州
豚
擬
行
、
特
魚
安
使
。

帥
拙
稿
「
索
輯
『
至
元
新
格
』
並
び
に
解
読
」
(
『
東
洋
史
研
究
』
第
三

O

巻
第
四
時
抗
・

一
九
七
二
・
所
枚
〉
の
註
同
参
照
。

伺
『
元
史
』
巻
一
七

0
・
胡
抵
透
俸
に
い
う
。

至
元
元
年
、
授
熔
奉
翰
林
文
字
、
尋
粂
太
常
博
士
、
調
戸
部
員
外
郎
、

鶴
右
司
員
外
郎
、
尋
粂
左
司
。
時
阿
合
馬
嘗
圏
、
:
:
:
以
是
作
権
好
、

出
潟
太
原
路
治
中
、
粂
提
血
争
本
路
鍛
冶
。

帥

p
・
チ
ェ
ン
氏
は
前
掲
著
書
(
註

ω〉
に
お
い
て
、
こ
の
史
料
を
引
用

し
て
泰
和
律
廃
止
後
の
中
園
人
官
僚
の
動
向
の
一
つ
と
し
て
位
置
づ
け
て

L
る。

州
側
拙
稿
「
元
代
係
重
考
」
(
五
)
(
註

ω)参
照
。

帥
禁
使
臣
篠
登
(
中
統
三
年
三
月
)
、
和
簡
保
蜜
(
至
元
七
年
正
月
)
、
軍

官
僚
壷
(
至
元
二
十
一
年
二
月
)
。
拙
稿
コ
冗
代
篠
蜜
考
」
(
註

ω〉
参

照。
制
「
江
西
行
省
禁
治
擾
民
携
文
内
一
款
節
文
」
(
『
元
典
章
』
一
三
戸
部
各

八
「
自
用
物
母
枚
税
」
の
僚
〉
、

「
江
西
道
宣
慰
司
務
文
内

一
款
」
(
同
四

二
刑
部
各
四
「
軽
生
白
頭
勿
理
」
の
僚
)
な
ど
。

伺
『
元
典
章
』
一
七
戸
部
各
三
「
養
子
須
立
除
附
」
の
僚
に
「
一
踊
建
闘
海

道
粛
政
廉
訪
司
定
到
民
間
省
議
事
理
内
一
件
」
と
い
う。

帥
『
元
典
章
』
五
七
刑
部
巻
一
九
「
鈷
戸
消
乏
、
糖
質
親
廃
」
の
僚
に
い

た
勺
ノ
。
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百
姓
欽
関
聖
旨
詔
係
、
往
往
赴
官
告
理
、
甚
可
哀
慨
。

制
動
曲
演
篠
登
(
至
元
六
年
八
月
〉
、
動
農
篠
筆
(
至
元
七
年
二
月
)
、
動
農

保
登
(
至
元
二
十
三
年
六
月
十
二
日
)
、
動
曲
演
依
筆
(
至
元
二
十
八
年
〉
、

動
農
脇
陣
蜜
〈
至
大
三
年
二
月
)
。
拙
稿
コ
冗
代
候
讃
考
」
(
註

ω〉
参
照
。

(
婚
)

締
「
草
昏
団
地
携
文
」
の
標
題
の
も
と
に
、
て
一
と
俊
文
が
な
ら
ん
で



い
る
が
、
末
尾
に
位
置
す
る
こ
の
文
は
一
の
字
で
始
ま
っ
て
い
な
い
。
そ

の
文
鐙
か
ら
推
し
て
、
こ
の
部
分
は
務
文
で
は
な
く
胡
紙
透
の
奏
議
で
は

な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

伺
拙
稿
コ
冗
代
篠
輩
考
」
(
二
〉
(
註

ω)
参
照
。

明
宮
崎
市
定
「
宋
元
時
代
の
法
制
と
裁
剣
機
構
」
(
註
帥
)
参
照
。

制
宮
崎
市
定
氏
は
「
宋
元
時
代
の
法
制
と
裁
判
機
構
」
(
註
帥
)
に
お
い

て
金
の
教
僚
に
ふ
れ
て
衣
の
よ
う
に
い
う
。

律
は
永
久
的
な
立
法
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
経
済
法
規
は
:
・
:
律
の
中

に
盛
り
き
れ
な
い
。
そ
こ
で
教
傑
と
い
う
名
で
、
可
第
的
な
法
規
を
収

容
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
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倒
『
元
典
章
』
巻
一
四
吏
部
巻
八
「
蒙
古
刑
名
立
漢
見
文
案
」
の
僚
に
、

也
可
札
魯
忽
赤
で
の
重
罪
の
裁
剣
案
件
に
つ
い
て
は
漢
文
の
案
倉
を
作
成

の
う
え
、
監
察
御
史
に
審
復
せ
し
む
べ
し
と
の
皇
帝
聖
旨
が
み
え
て
し

る。
制
『
元
史
』
倉
一
六

0
・
李
謙
俸
に
い
う
。

仁
宗
即
位
、
召
十
六
人
、
謙
居
其
首
、
乃
力
疾
見
帝
子
行
在
、
疏
言
九

事
、
其
略
目
、
「
:
・
:
頒
律
令
使
民
不
犯
、
:

:
」
帝
嘉
納
Z
H
。

制
安
部
健
夫
「
大
元
通
制
解
説
l
l新
刊
本
「
遇
制
篠
格
」
の
紹
介
に
代

え
て
1

1
」
〈
『
東
方
皐
報
』
京
都
第
一
冊
・
一
九
一
三
・
所
枚
、
『
元
代

史
の
研
究
』
一
九
七
二
・
所
収
〉
参
照
。
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the Jianwu 建武period (A. D. 25―56)｡

　　

In referring to three articlespublished in China, this paper presents

my opinion with regard to two theories concerning the arrangement of

this book, and two theories concerning the translation of one character

which is related to the rules given in the text. Combining these two

problems, this study gives my opinion about viewing this book as ａ

whole. It further touches upon the fact that, judging from the pictures

released among the ｅχcavated bamboo slipsin 1973 and 1974 at Juyan,

there ａｔｅbooks with highly distinctivecharacteristics,and slips which

have an association with thoseｅχcavatedin 1930 and 1931. This paper

discusses the significanceof these excavations in the present state.

　

AN INVESTIGATION OF THE LEGAL SYSTEM

　　　　　　

IN THE EARLY YUAN PERIOD

―with emphasis on the relationshipwith the Jin-system―

　　　　　　　　　　　

Uematsu Tadashi

　　

This paper treats the question of the historical background from

which legislation was started during the early Yuan 元period, while

especially concentrating on the relationship with the Jin 金dynasty. Initially

the paper shows that the rules called “Shengzhi tiaohua 聖旨條書”origi-

nated in the regulations Zz‘αりZZ條理of the Jin, and demonstrates that

they were provisional measures authorized by the emperor. Subsequently

the paper introduces through the records of Wang Yun 王憚in his

“Zhongtang shiji 中堂事記”, the details of the process whereby the decrees

were established during the reign of Qubilai (Shizu世組）.　This study

clarifies the importance of the role played by the Yanjing xingsheng 燕

京行省in the legislation of the Yuan period. The ｏ伍cials of the Yanjing

xingsheng (or the Yanjing xingzhongshusheng 燕京行中書省），ｗho were

summoned by Qubilai to Kaiping 開平with Wang Wen-tong 王文統as

the chief o伍cial, drew up drafts of many laws for the unification of

China. They cooperated with the Commissioner of Pacification (エ皿ｎかｓhi

宣撫使）in this effort, amidst a situation of confrontation with the officials

of the Qiansheng 前省(the Yanjing xingshangshusheng 燕京行伺書省

　　　　　　　　　　　　　　　　

－３－



by the time of Mongke (Xianzong憲宗））.　They　promulgated　these

laws

　

having

　

obtained

　

the

　

authorization of　Qubilai. Thus　the　Yuan

administration started, which　frequently　proclaimed these tｉａｏｈｕａ（ｏｒ

tｉａｏｚｅ條格）｡

　　

When we examine the list of ｏ伍cials and clerks of the Yanjing

xingsheng, we see that many talented Chinese men were concentrated

here. The Jin system was inherited during the Yuan due to the insistence

ｏｎ“Ｒｕlijiantｏｎｓ儒吏采通”(being both ａ Confucianist and an admini-

strator) as ａ principle of the concentration of gifted men, and due to

the fact that many Jin law-officials participated and cooperated in this

office｡

　　

Finally, concerning the law itself, the paper comments on the discus-

sions of Wang Yun, Hu Zhi-yu胡祗遁and Wei Chu 魏初(all employed

in the Yanjing xingsheng in the early reign of Qubilai) about the abol･

ition of the Taihe law (Taiheぼ緬ｇ泰和律令）of the Jin in 1271. The

study discusses the fact that since the Zhongtong 中統peｒiod（fｒom 1260

on) the ａｄｈｏｃdecrees of the　tｉａｏｈｕａ.which were promulgated in close

connection with the government, were accumulated in the library of the

governmental offices together with the legal precedents. Also their editing

work was carried out in response to ａ need for legal practice. The reason

for the success of this conquest dynasty is their use and development of

the knowledge and legal legacy of the Jin, the preceding conquest dynasty.

ＡGENERAL SURVEY OF THE SOURCES OF LAW

　

CONCERNING CIVIL CASES IN THE JUDICIAL

　　　　　　　　

SYSTEM OF QING CHINA

　　　　　　　　　　　　　

Shiga Shuzo

　　

In the judicial system of Qing China, two categories of procedure

can be distinguished. One is that concerning cases of civil disputes and

minor offences.A ｚｈｏｕorxian magistrate was fully authorized to settle

them and ｅχecuteminor punishments at his discretion.A higher authority

intervened only when an appeal was filedby one of the litigant parties.

The other is that of criminal cases involving banishment or more serious
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